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1.薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

(1)薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の実状

○ 薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合とは、以下が考え
られるがどうか。
①薬局・店舗等がない離島やへき地に居住する場合
②薬局・店舗等が存在する都市部に居住しているが、身体等の事

情により薬局・店舗等に行けない場合  、
③薬局・店舗等では販売していない医薬品を購入する場合

。 東京都御蔵島には薬局・薬店は 1軒 もなく、村 の診療所 は 1軒 あるが、普段

使 う薬を買 うことができない。

。 その他、対面購入が難 しい方 と して、視覚障害者や聴覚障害者 の方にも十分
に対応 していかなくてはいけない。

薬局・薬店、薬種商がない所 は全国で95ヵ 所であ り、全体のほ とん どの とこ

ろでは供給 が可能であ り、残 る約 10%の 市町村 には地域 と接 している薬局 。薬
店 が対応 し、配置も担当す ることで、地域的な困難性はカバーできる。

現医薬品販売業者で医薬 品の供給 は可能である旨が確認 された。

配置薬は、降雪時や地震発生時 な どで、本当の意味での ライフライン、生命

線 と して医薬品を使 っていただいている自負がある。

iO 薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合、現在、インタニ

| ネット等の郵便等販売によりどの程度購入しているのか。

薬局や薬店 な どがない とい う地域な ら、 どれ くらいの人が医薬品 を買 つてい

るか とか、困つてい る人たちが実際 どこにいるか とい うことが具体的にわかる

よ うなデータは、出 していただけるのか。

○ 薬局・店舗等では医薬品の購入が困難な場合の実状を知るた
め、この検討会でヒアリングを求める意見があるが、どうか。

また、ヒアリングを行う場合、その対象はどうするか。

。 この検討会に切実な消費者、中小薬局の方を招き、直接声を聞いてほ しい。

・ 薬が行き渡らなくて困つている消費者やいままで薬を届けることによって世
の中に貢献してきている中小の薬局の方々の声を聞かないまま決めてい くのは

非常に乱暴。平等に医薬品が行き渡 らなくなるおそれを抱いている消費者を呼
んで声を聴かないと結論は出せない。

・ 高名な行政学者を検討会に呼ぶことを提案する。

・ エンドユーザーをこの場に呼んで意見を聴いてはしいざ
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(2)薬 局 口店舗等では医薬品の購入が困難な場合の対応方策

・ 市町村 レベルで全ての地区に配置販売業 として全国 を網羅 している。

・ ネ ッ トでた くさんの商 品が買える云々 とい うこととは別 に、医薬品がきちん

と全 国に供給できる体制 が整つているか どうかに関 して、配置販売業はニー ズ

があればどこの地域 でも行 っている。

。 10キ ロ離れていて も車時代だった ら、薬の購入 はそんなに難 しいものでは

ない。

。 本人 の事情によ り医薬 品が買えない人は、業界で話 し合 うことによってカバ

ーで きる。それでも買えない とい う人は行政上の問題 でカバーすべき。

・ 配置販売は、使 うか使 わないかわか らないが置いておいて、す ぐに使 える と

い うところの利便性 を強調 している商売である。通販 は注文 してか ら直 ぐには

使 えないとい うデメ リッ トがある中で、品 目を比べて多い少ない とい う議論 は

成 り立ちにくい。

・ 妊娠検査薬について、子宮外妊娠等の場合は非常に判定が難 しく、パ ッケー

ジに産婦人科の専門家の判断を仰いでほしいとされており、母体ぢ危なくなる。
不便な所でそうい う事態になつたらどうなって しま うのかという問題がある。

。 水虫は皮膚科医でもなかなか判定が難 しい時がある。湿疹や一番間違いやす
い掌臆膿疱症などに効き目の強い水虫の薬を使 うと悪化 してしま う。我々がみ
た り、経過をみることによって、薬を変えなければ駄 日であるとか、皮膚科医

を訪ねるというコメン トもできる。そうい う役割が今回の対面とい うところに

ある。

。 恥ずかしいから近所で買えないものがあるというが、薬剤師や医薬品販売業

者には非常に厳 しい守秘義務が課せ られているので、近所に言いふ らす人がい

れば、刑法違反になるとい うことを業界 としてきちんと徹底して、安心 して、

信頼 して、相談に乗ってもらえる体hllを とらないと自分たちの足場を崩す こと

になるということを徹底 してもらいたい。

北海道の離島では薬局が 2軒あるが、種類は決 して多くない。

薬の種類は非常に多 く、配置販売だけで対応するのは極めてエン ドユーザー

からすると難しい。現実的なリソリューションではない。

○ 対応方策 として提案されている以下について、
のように担保するのか。

①家族、介護事業者等の支援による対面販売
②配置販売
③注文・取り寄せ販売

その実効性をど |

・ 購入 が困難な場合の どの よ うに困つているか とい う事例がまだ明確に示 され

ていない。改正薬事法のルール に則 つて、購入困難な問題 の解決はできないの

かをまず第二に検討すべき。                    `

・ 離島で も配置がほぼカバー している と考えているが、も し具体的な事例 を示

してもらえれば調べることは可能。具体的な事例 として話 を頂戴 したい。

・ 不便で あること、不可能である とい う方々を、市町村単位でいいので、いま

までに どこか ら注文があって、 ど うい う人から注文があつたかを具体的に出 し

てはしい。

・ 困ちている人た ちは薬に対す る リス クが高い群の方 なので、専門家 と接点を

持 つてほ しい。

・ 障害者 、高齢者 、妊婦等 はむ しろきちんと安全性 を担保す るとい う意味で、

通常の方 以上に対面で副作用防止 を しなければならない。

・ 山間へ き地、離島まで十分にカバー している。過疎地な どに安全な供給 をし

ていきたい。

・ 薬局 のない町村数が 186(平 成 19年統計))あ るが、その中です般販売

業、薬種 商販売業があるところを調べ た ところ、それで もない とい うところが

95ヵ 所 ある。 そこに配置があるので、対応ができてい る。

・ 186は 薬局のない町村数。186の うち北海道は最多の 37ヵ 所だつたが、

薬局・薬店がない所 として 14ヵ 所残 る。 この 14は 配置に聞 くと全てカバー

し北海道 のよ うないちばん不便 を感 じている方がいる場所 においても、すでに

カバー されてい ることがわかる。
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・ 配置薬は非常に伝統的な商売だが、いま我々が提供 している広範な選択肢を
遠隔地の方々に提供することは困難。

・ 購入代行では、対面の原則はどこに行くのか。

・ 介護事業者等は、コス トが高すぎる。

・ 取り寄せ対応は、本当にロウコス トで対応できるのか。また、近 くに薬局が

ないという問題は引き続きある。

島まで 1泊 2日 かかって しま う。

町の人がほ とん ど知 り合いで、痔疾や妊娠等を買 うときは非常に恥ずか しい。

通信販売の規制 に反対す るパブ リックコメン トの うち、 自分 自身の状況に関

する具体的な記載 が ある329件 を分析 した結果 を踏まえると、時間距離的な理

由により、利用で きる薬局・店舗 が事実上大幅に制限 されて しま うため、生活

上の支障が増す。 近隣の店舗には不審・不安がある。セル フメデ ィクニション

の妨げとなる。 この よ うな理由に よ り、生活者サイ ドか らみて も、安全 を担保

した通信販売 を実現す るためのルール構築を急 ぐべきとの結論 になる。

薬局 。薬店、配置では、伝統薬 の年 間注文件数 (約 300～ 500万 件)に物理的

に対応できるか不安。

流通や料金回収方法が違 う中で、伝統薬メーカーが 日本各地 の薬局・店舗、

配置業者 とスムー スにコンセンサスを得て進め られ るか、実現性 に疑間をもっ

ている。

薬局・店舗等において対面での販売が行われた後、薬局・店舗 |

等が購入者に医薬品を届けることについてどう考えるか。    |

販売活動 と物流 とい う医薬品を届 ける活動が分離 されてお り、間違いな く買

つた医薬品であるか どうかをきちん と証明す ることができるのであれば、一般

的な通信販売 とい う定義には当た らない。

○ 常備薬などとして永年使用 している医薬品の購入に当た り、毎
回情報提供が必要か。

その場合、購入しようとする医薬品が過去に購入したものであ
ることをどのように確認したらよいか。

。 常備薬や長期的に使用 してい る薬の場合、で きれば相談 に乗って、その薬 を

勧めていただいた薬局 と薬剤 師か ら、きちん と相談を受 けなが ら、情報提供 を

受けなが ら購入 したい とい う、それがかか りつけ薬局 とい う定義になる。

。 自分の居住地 と、仕事地 と、店舗が完全に地理的、空間的に離れてい る場合

には、時間的、場所的な不便 さを超えるために、何 らかの方法がそれ を補完す

るために入 るとい うことは、特 に今後の薬局の在 り方 か らした ら当然の方法。

その時に、顧客購入デー タや相談データな ど、対面販 売で消費者 ときちん と相

談 しなが ら購入 した薬であって、その後は どうですか とい うことをきちん と後

で調整 しながらとい うことをや るのならば、今回の規 定に決 して反 しない。

|○  配置販売業による対応において、離島やへき地に対 してどの く |

| らいの頻度で対応することが可能か。             |
|  また、相談応需はどのよ うに行 うのか。           |
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(3)いわゆる伝統薬の販売方法

○ いわゆる伝統薬については、製造販売業者が直接購入者と電話 |

1 等にょり連絡を取る方法で販売されているとのことであるが、具 |

1 体的にどのような方法が取られているか。           |

・ 症状や購入動機等を聞いたり、アレルギーを聞いたりして、状況確認を専門

家が行い、その上で商品の説明をする。 これ らの情報とともに(名 前、住所、
電話番号等を記録で残 してある。

・ 伝統薬の会社は、一般販売業許可か配置販売業を持つて販売 している業態。
薬に対 して安全面からつくっているところまで全ての責任を持って対応するよ

うなコミュニケーションができることが特徴。

・ 通常の情報提供の基本は添付文書。これまでの販売履歴等が特徴であり、こ
れまでの販売履歴 を活用することで、服用していいか、してはいけないかの判
断を正確にでき、不適正な購入を未然に防ぐことができる等、通常の販売業態
とは違つた安全確保の形がとれる。

。 電話でのや り取 りで、話したい事項を双方向で確認 しながら、ダイレク トに

話すことができ、専門家と納得できるまで話 し込める。 1対 1の コミュニケー

ションの中で薬の市販後調査が非常に細かくできる。

lo 全国の薬局・店舗等が、自ら陳列又は購入者の希望・注文に応 |

| じて取 り寄せ る方法によつて、購入が困難な状態が解消 され ると |

1 考えてよいか。                       |

。 伝統薬利l用 者には、ほかに代替する薬や治療がなく、伝統薬に救われている
という方が多く存在すること。

・ 伝統薬の利用者は、痛みや神経痛などで薬局等に行くことが困難な方が多く、
電話等による購入ができなくなる事態に不安の声を多く寄せている。

製造販売業者との直接のや り取 りに安心を感 じてお り、情報提供やア ドバイ
スなど、対面同等の親身な対応に生きる希望を見出 している利用者や、伝統薬
メーカーの電話等の直接販売だか らこそ安心と安全が得 られているとい う利用
者の声も多い。

・ 伝統薬は、非常に需要が小さいこと、需要が極めて分散的であること、需要
が非標準化 されていて個別的であること、そして、代替 しにくい独 自性がある
とき、一般の店舗販売ではなかなか乗りにくい。

・ 将来的には、伝統薬等に積極的に取 り組む薬局・店舗販売業が増えていくの
がいいことであり、取 り寄せ とか、一種のパー トナーシップを組むような店舗
が増えていくことを、少 しずつや つていただくのがいい。ただし、それには相
当時間がかかるので、店舗販売をそのまま代替させることは難 しい。

・ 商品特性が違 う可能性があることを前提にして、販売の仕組みを設計するこ

とがあつてもいい。
ただ し、扱っている業者が社会的ネッ トワークを組んで、自分たちの存在を

きちんと社会に発信 して、その組織を通 じて、今回の薬事法の精神に合つた形
で自主規制 とか自主ルールを作つて、きちんと守る体制をつくり、薬事行政が

それ らをコミットする形を作る。

・ 通信販売においては、消費者 トラブルがあるので、相談窓口が必要になる。
この分野に非常に詳 しい医学・薬学の専門の方たちに参画 していただき、きち
んとした相談と情報提供体制を作っていただく方向性を考えたらどうか。

伝統薬メーカす と利用者が電話注文で情報をや り取 りし、また店舗等でも情

報をや り取 りするが、この情報の共有をどのような連携でやつていけるか とい

う課題 も現時点では疑問。

伝統薬メーカーが対応可能なマージンで成り立つかとい うところが疑問。

利用者や一般生活者の視点で言 うと、利用者が指定する店舗や配置 と利用者
との意思疎通がスムーズにできるか疑間。また、受け渡 し方法が確立 した とし

ても、利用者の手間となって購入意思への障害になる。その他、流通 リスクの

発生や、家族が取 りに行つた場合に、実質的に対面の目的が果たせないとい う
ところも疑間を感 じている。

‐8‐



・ 伝統薬業界 として、現時点では実現性が低 く、仮に実現しても利用者からの

信頼を損ないかねない、実用性に欠けるものであり、購入が困難な状態が解消
される対策案 としてな り得ない。

2.イ ンターネ ッ ト等を通 じた医薬品販売の在 り方

(1)イ ンター ネ ッ ト販売等におけ る責任の所在

|○  各店舗が業務手順を定め公開するとともに、販売概況を公開す
| ることによって、不測の事態が生 じた際にもその責任の所在や過
1 失の有無の検証が可能になるとしているが、どうか。

|○  イ ンター ネ ッ ト販売等 に お い て 、場 を提 供 して い る者 に は どの |

| よ うな責務 が ある と考 えるか 。                |

。 ネット販売は店舗数が400く らいで、かつパ トロールをやろうと思えばで

きる。サーチもできる。

・ ネ ットで年齢を問わないで酒やたばこを売っているところが自分のサイ トに

あれば、場を提供している者に対 しても何らかの罰則を考えるべき。

9̈- ‐10‐



(2)個 人認証

考えるか。

・ 電話やインターネッ トでの個人認証をどうするか、についてきちんと議論す
べき。

・ 個人認証は非常に重要。どういう方が購入されているかということに関 して、

名前や住所がはつきり分か らないと、後で例えば副作用がその医薬品で出た時

な どに取 り返 しの付かないことが出る可能性がある。そのようなことはインタ
ーネッ トの方ができている。

・ ネ ッ ト通販の問題点は匿名性 と雲隠れ。ネットの店舗に記録されている個人

情報の扱いにも丁寧な議論が必要。

○ 現状、イ≧:∪  現 仏 、 イ :

| ているのか。

ンターネッ 卜販売等においてどのような認証が行われ

(3)イ ンターネ ッ ト販売等における情報提供・相談対応

|○  現在行われているインターネッ ト販売等において、どのような |

1 履歴を取つているのか。                   |

。 実際に買つた人 を トレース的に、それ か ら誰が受け取 つたか とい う履歴 も残

るので、ネ ッ ト販売の方が圧倒的に有利 である。

・ 文書 を提供 して も、誰に説明 したか とい う記録が店側に残 っていない。 こ う

い うことではきちん とした情報提供はで きない。

・ 安全性を担保 しなが ら販売 しなければな らない。ネ ッ ト販売で ど うい う履歴

を取っているのか、現状を是非教 えてほ しい。

○ インターネッ ト等において、購入者側 と販売業者側 との間
双方向のコミユニケーションは可能なのか。

特に、販売者側が行 う情報提供の内容を購入者側がどの程
解 しているかを確認するためには、具体的にどのような方法
報の内容)が考え られるか。

。 説明や相談は正直言 ってや るべ きだ と思 うが、6月 1日 か ら一切 買 えな くなつ

て しま うとい うのは無理がある。

・ 各医薬品の注意事項等をどのよ うに説 明す るかとい うことに関 しては、能書

などに記載 されてい ることをすべてサイ ト上に表示する。

・ 情報提供が仮に徹底 してあった として も、消費者 自らが意識 して誤用、濫用

す るこ とだつてあ る。 そのため、ものに よって、店頭か ら売 る数量 を規制 した

り、メーカーか ら小売 りに対 しても数量 を制限することまでや ってい る。情報

提供はインターネ ッ トでもできると思 うが、一方方向では駄 日であ り、情報を

提供 された方がそれ を咀囀 して理解す る とい うことでなけれ ば、提供 したのだ

か らいいのだとい うものではない。

‐12-



インターネットで情報提供は十分できると思 うが、双方向でなければならな
いということもある。

。 ネットでどのように受診勧奨できるのか、考えている方法を聞きたい。

・ 対面以外での安全性の担保 とい うのは実際問題 どうだろうか。心にいろいろ

な思いを持った方に対しては、日を見て顔を見てお話をし、しつかりと聞くこ

とが基本。説得 とい う大きな作業が対面にはある。

○ インターネッ ト等によって医薬品を販売する場合、購入 した医 |

薬品に関するその後の相談対応はどのように行われ るのか。

・ 販売の際の相談応需に関 して も、必ずインターネ ッ トの裏側には専門家がい

るので、専門家が相談応需 をメール、電話、ファックスな どを通 じて双方向で

や ってい く。

○ 購入者か らの副作用に関す る報告はどのように受けるのか。ま
た、報告を受けた場合、どの ように対処するのか。

専門家の実在性の確認に関しては、どのような専門家がいるかを確認できる

ように、サイ ト上できちんと表示する。

(4)年 齢・使用 対 象者 筆 が 限忠 され て いる医 薬 品の販 売

○ 使用対象年齢が限定 されている医薬品 をインターネッ ト等によ |

| り販売する場合、どのような方法が考え られるか。       |

・ 医薬品には 15歳未満 には使用 してはいけない等、個々の医薬品に使 っては

い けない年齢が付 いてい る。また、メーカー と して濫用の傾 向があ るので何箱

以内にす る等のメーカー 主導の年齢制限もある。その ようなことを含 めて、き

ちん と相手の年齢 をど う確認するのか。

○ 妊婦への使用を避けるべき等、使用対象者が限定されている医 |

薬品をインターネ ッ ト等により販売する場合、どのような方法が
|

考 えられるか。

使 用者の状況、例 えば禁忌事項 の中で も、特 に既往歴、既往症、服用歴 、服

用経験 。期間、妊娠 の有無 、年齢 といった使用者 の状態が どうであ るか をお伺

い してか ら、それで情報提供することが必要である。このようなこ とに関 して、

さま ざまな形で、その使用者 の状況をチェックボ ックスな どでお伺い して か ら、

情報提供を行 う。

インターネット販売等は、安易な購入や
り、また、悪用されやすいとの指摘がある

不適正な使用につなが |

が、どうか。     |

薬 の場合、単に適正使用 を最初 か ら願 う人ばか りではな くて、乱用 とか薬物

依存 とい う問題 も避 け られ ないと思っている。

医薬品による事故 の件数 は8,606件 あ り、その中で一般用医薬品 は半数 まで

いか ないが3,293件 と決 して少な くない数字が挙がつている。 こ うい うこ とか

ら鑑 みても、必ず適正使用 しようとす る人ばか りではない とい うこ とも踏 まえ

た上 で、制度設計 していかなければいけなぃ と思っている。
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インタニネ ッ ト販売等による過剰購入、
抑止 していくのか。

大量購入をどのように

・ インターネット上ですとこの医薬品は何個まで、この医薬品は何個までとシ
ステムに 1回 覚えさせれば、それ以上の医薬品を購入することはできない。そ
のょうな形で、各医薬品についていくつまでしか購入できないというようなこ
とを登録 し、それ以上の購入はできない よ うにさせ るといつたことを必ずやつ

ていきたい と思 う。 1日 に何回 も購入す る方がいるか もしれ ない。インターネ

ッ ト上で、例 えば 1回 に 2個買つて、 も う 1回 2個 買つて、 もう 1回 2個 買つ

て と、 10回 や った ら 20個買えるので はないかとぃ う議論 もあるかも しれな
いが、それ は出荷す るまでに、 これは専 門家がきちん とチェ ック して、そ うい

う複数 買いで何回 も買っている方 に対 しては出さない、 といった ことをルール

イヒしていきたい。
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医薬品の通信販売規制の問題

2009年 4月 16日 /楽 天 株 式 会 社 /三 木 谷  浩 史

楽天市場における消費者の購入動向     楽●天

■2006年 以降、対前年比5割前後の伸びで推移。

■仕事 `育児で多忙な30代が、約4割を占める。

■65歳以上の消費者も約1.4%存在し、ネット署名のコメントでも例え

ば82歳の方から切実な声が寄せられている。

■会員登録上の住所は、都会口地方の別なく、全国に満遍なく広がつ
ている。 (次頁参照)

copyright O RCkuten,Inc.n‖ Rights ReserVed. Rakuten,Inc.



楽天市場における医薬品の購入者数の分布 楽●天

■「楽天市場」での医薬品購入者数の都道府県

別分布(2008年 )

1.東京都、神奈川県、大阪府、埼玉県、千葉県

の5府県で約5割を占める。

⇒人数としては大都市圏の消費者が多い

2.他は、全国満遍なく遍在。

⇒地方住民もネットを利用。

24位 滋賀県

25位 山口県 t18

26位 鹿児島県

27位 熊本県

28位 長崎県

29位 愛媛県

30位 青森県

31位 岩手県

32位 石川県

33位 和歌山県

34位 富山県

35位 香川県 06

36位 秋田県 06

3711 大分県

38位 沖縄県 Q6

39位 山形県

40位 宮崎県

41位 山梨県 Q5

42位 徳島県 05

43位 福井県

44位 高知県

45位 島根県 04

46位 鳥取県

47位 佐賀県

COPγright o Rokuten,Inc n‖ Rights Reserved Rakuten,Inc.

楽天市場における購入医薬品の状況 楽●天

医薬品ジヤンル毎の購入者の人数比率 (2009年 2月 )

2.1%3.0%

□便秘薬・浣腸薬

□滋養強壮・肉体疲
労 (錠剤等)

□皮膚の薬

□胃腸薬

■肩こり・腰痛。筋肉
痛の薬

■肌荒れ・にき

■水虫薬

□滋養強壮・肉体疲
労 (ドリンク)

□きず薬・消毒薬

□痔の薬

□その他

健康維持のための

多様な薬

・総合感冒薬

・妊娠検査薬・排卵検査薬
口鼻炎薬、花粉症の薬
口婦人薬

・生活習慣病対策の薬
自歯肉炎の薬

・禁煙補助剤

・その他漢方薬

等

copyright o Rokuten,lnc.n‖ Rights ReserVed. Rckuten,Inc.



実店舗での対面購入が困難な消費者の実状 楽●天

通販での医薬品の売れ筋商品に、実店舗では購入がはばかられる商品が占める割合
が多い。このような消費者の意向は、「困難」には当たらないとして無視してもよいとす
るのは、消費者不在の議論。

■ある企業における、2008年 1月 ～12月 の年間医薬品順位(第2回検討会で」ODAが提出した資料を解析)

売上げ商品ベスト10の医薬品種類 売上げ商品ベスト100のうちの該当商品数が多い医薬
品分類

漢方以外の便秘薬

皮膚の薬 (毛シラミ)

漢方以外の便秘薬

抜け毛・フケ等 (発毛促進剤 )

COpソ right o Rokuten,Inc.0!l Rights Reserved. Rokuten,Inc.

自分に合つた商品を店頭で購入 楽●天

通信販売は、多様な商品がまんべんなく購入されていて、いわゆるロングテールの売上
分布となっており、消費者が個別具体的な事情により自分に合った医薬品を購入してい
ることが分かる。

弼

慨

剛

硼

酬

酬

柵

棚

昴

鶴

ある企業における、医薬品売上個数の分布

(2008年通年の売上個数実績による、%)

100位 38%

cOpyright o ROkuten,Inc.0‖ R:ghts Reserved. Rokuten,Inc.



省令案へのパブリックコメントから分かる消費者の動向 楽●天

分析対象とした329件の意見の詳細は以下のとおり。

A)本人または家族が障害、病気、高齢等のため
外出や対面が困難・苦痛

B)自 らの生活圏内に薬局・薬店がほとんどない。

C)子育て、共働き等、時間的制約が強く

生活上の支障が増す。

D)求める薬を扱つていない、プライバシー不安等
近隣店舗に対する不信・不安感。

[)遠方であっても(専門家と対面できなくても)

自らが信頼する店舗から購入したい。

※)329件のうち、1項 目に該当 99件、2項 目に該当 154件、3項目に該当64件、4項 目に該当 12件

247件

出所)日 本オンラインドラッグ協会

(出典 :第3回検討会で」ODAが提出した資料2)

CoPγright O Rokuten,lnc n‖ R:ghts ReServed Rakuten,Inc.

通信販売における安全確保に向けた昨今の取組み 楽●天

必要記載事項の周知指導

■出店店舗に必要記載事項をあらためて周知指導中(許可番号、薬局等の管理者名、問合わせ対

応連絡先などの記載 ).

濠1薬の販売自粛

■一般用医薬品で劇薬に指定されているもの約30商品につき、販売禁上にする自主規制を実

施。

個数制限のルールの確認と実効化

■厚生労働省と日本OTC医薬品協会にJODAが個数制限のルールを確認。
■厚生労働省の昭和62年通達で、一定成分を含む鎮咳去痰薬の内用液剤の販売量は原則1人
1本にする留意事項を示していることが判明。

■ブロン、トニン等該当商品については、昭和62年通達に基づく個数制限を導入するよう徹底を

開始。
■今後、メーカーからの自主規制等のルールが確認される場合は、速やかにそれに基づく対応

を実施する。
■個数制限に関する情報共有をリアル/ネット全体を通じて今後図るべき。

copyright o Rokuten,Inc.o‖ Rights Reserved Rα kuten,Inc.



通信販売安全確保に向けた6月 に向けた取組み 楽●天

■使用上の注意の確認等を注意喚起する画面の導入

■年齢認証機能の導入(18歳未満は医薬品の販売を禁止する予定)

■各店舗が問診表の記載を行う

copyright o ROkuten,Inc.n‖ Rights Reserved. Rokuten,Inc.

インターネット等を通じた医薬品販売の在り方―① 楽●天

(1)インターネット販売等における責任の所在

責任の所在日過失の有無の検証

口販売継続を求めている通信販売は、許可を受けた店舗において、専門家が対応しており、販売経
路が異なるのみ。その意味で実店舗における店頭の対面販売と同様。

場の提供者の責務

・場の提供者は、販売当事者ではないので契約当事者の責任は有しないが、消費者が安全安心

に通信販売を利用する環境を整備するための所要の対応を実施。

(注 )経済産業省が既存の法律の電子商取引分野への適用の解釈を明らかにした『電子商取引及び情報財取

引等に関する準則」において、モール運営者の責任は整理されている。それによれば、契約当事者ではない

ので個別の店舗との取引によつて生じた損害について、モール運営者は、特段の事情がある場合を除いて

原則として責任を負わないとされており、責任を負う場合があり得る特段の事情の事例も記述されている。

copyright O Rokuten,Inc.Ft‖ Rights ReserVed. RcКuten,Inc.



インターネット等を通じた医薬品販売の在り方―② 楽●天

(2)個 人認証

個人認証のあり方

・個人認証とは何を指しているのか不明確。

口個人を特定できる情報を把握することを言うのであれば、配送先を指定するので、匿名で購入

できるわけではない。

口年齢確認については、業界ルール案で提案をしている。

cOpγright O Rokuten,Inc n‖ Rights Reserved Rokuten,Inc.

インタニネット等を通じた医薬品販売のあり方―③ 楽●天

(3)インターネット販売等における情報提供口相談対応

履 歴

口楽天市場では、各店舗が、自分の顧客について、誰が何をいついくつ購入したかを確認できる。

双方向のコミュニケーション

・電話、メール、フアックス等を使つてきめ細かく双方向で対応。

ロネツト署名のコメントでも消費者からメール等でのきめ細かい対応に感謝しており、メールの

ほうがじつくりと読めて判断できる等のコメントも寄せられている。

・使用上の注意の内容の所在を示して理解したかを確認するボタン等を購買過程において設

けて確認する手法を業界ルール案として示している。

Copyright o ROkuten,Inc.Я‖Rights ReserVed. Rokuten,Inc.



インターネット等を通じた医薬品販売の在り方一④ 楽●天

(3)インターネット販売等における情報提供・相談対応

購入後の相談対応

・現状でも、電話、メール、ファックス等で相談を受けている。業界ルァル案でも、相談先の明記

も書いてあるので、相談を受けられる体制を確保する。

.(参考)3月 4日 開催の消費者・事業者を集めたフォーラムでの発言

・事業者

ネットのほうがメール等を通じて対面よりも本音を聞けるし、詳しい症状もメールで送うてくれ、返信メー

ルを夜にすることも多々ある。ネットの方が消費者の反応をじかに感じ取れる。

・消費者

水虫薬をネットで購入している。メールで患部の写真を送つて疑問点等をいろいろ聞いている。ネットは

パックアップ体制がすばらしい。

copγrighto Rokuten,lnc.ll‖ Rights ReServed. Rokuten,Inc.

インターネット等を通じた医薬品販売の在り方―⑤ 楽●天

(3)インターネット販売等における情報提供・相談対応

副作用の報告

専門家の情報提供の確認

・ネツト販売も、薬事法の許可に関わる店舗を有しており、薬剤師・登録販売者がいるので、
ネット販売特有の事情があるわけではない。

・業界ルール案において、薬剤師・登録販売者の氏名などをウェブ上で表示することをルール
化する。これにより、悪質事業者が虚偽の表示をしても、薬剤師の情報を載せた官公庁の
ウェブ情報との突合せ等や当局のパトロール等により虚偽の表示は発見でき、二定の抑止効
果が働く。

|そのほか、業務手順書の公表等による販売業務の見える化、業界による監査等を組合せて

いくことにより、専門家が実在しない違法サイトの淘汰を促進していく。

cOpγright o ROkuten,Inc.o‖ Rights neserved. Rokuten,Inc.



インターネット等を通じた医薬品販売の在り方―⑥ 楽●天

(4)年齢・使用対象者等が限定されている医薬品の販売

使用対象年齢が限定されている医薬品の販売

・年齢申告を踏まえた販売可否の判断の実施、18歳未満の者には一律医薬品を販売禁止す
るといった措置、間診表でのチェックが考えられ、業界ルール案を提示している。

使用対象者が限定されている医薬品の販売

口使用者の状態を把握し、禁忌事項に該当するかどうかを確認する仕組み (チェックボックス
の活用等)を導入することを業界ルール案として提示。

copγ right o R● kuten,ェ nc.nl:Rights ReServed. Rokuten,Inc.

インターネット等を通じた医薬品販売の在り方一⑦ 楽●天

(4)年齢・使用対象者等が限定されている医薬品の販売

安易な購入、不適正な使用、悪用

・対面による抑止力がないというが、配送先を指定しないといけないので、匿名で買えるわけ
では無く、抑止効果がないとの指摘は当たらない。

過剰購入、大量購入対策

口個数制限については、厚生労働省のルールに基づき実施することを提案。

口昭和62年・厚生労働省通達に基づく制限を導入するよう取組みを開始。

Copyright o Rokuten,Inc.n‖ Rights ReSerVed. Rokuten,Inc.
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2009年 4月 10日

厚生労働大臣

舛添 要― 様

一般用医薬品の通信販売の継続を求める要望書

【販売事業者 (団体)】

医薬品ネット販売推進協議会
NPO法人日本オンラインドラング協会
社団法人日本通信販売協会

【インターネットションピングモール運営事業者】
ヤフー株式会社

楽天株式会社

【有識者】

インターネット先進ユーザーの会

一般用医薬品の通信販売継続につきまして、消費者の方々などから、通信販売継続を求
める署名 1∞ 万筆をいただきましたので提出するとともに、改めて下記の事項を強く要望
いたします。

署名の際に約4万件のコメントをいただいており、その一部を11添 してぉります。また、
大臣宛に消費者よりお手紙を頂戴しており、それも別添しております。通信販売継続を求
める国民の切実な声が記載されておりますので、是非ともご一読ください。
なお、我々は、一般用医薬品の通信販売に関する安全な環境の整備と国民健康維持のた

めの努力を引き続き続けていきます。

【要望内容】

6月 1日 以降、一般用医薬品の購入に困難が生じ、国民=人一人の健康維持に支障をき
たす恐れがないよう、6月 の制度施行前に通信販売の継続を可能とする省令の再改正を要望
します。

【理由】       1

貧令案に対するパプリックコメントや署名の結果を踏まえると、大多数の消費者が通
信販売継続を強く求めていることは明らかです。 6月 1日 以降通信販売が中止された場合
にlt、 一般用医薬品を通信販売で購入して健康を維持している方に重大な影響が生じてし
まうことになります。

大臣のご指示により現在「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」(以下「検討
会」という。)が開催されており、次日以降の検討会でそのような方々に関する議論が詳
細に行われることとなつておりますが、検討会に提出された配置販売等による医薬品の

購入が困難な方への代善策はコストや物流など様々な点で実現可能性が全く検討されて

おらず、誰も具体的な根拠を上げることができない状態です。

現在の代替策では「全ての国民に平等に安全に医薬品を届ける」ことは担保されてお

らず、検討会でもその指摘がなされています。

(配置販売等の代替策で解決できるとするのは不可能である主な理由)

①配置販売で対応との代替案に対する疑問

・配置の現状 (配置従事者の状況、品目数、訪間頻度等)や医薬品の流通構造から考え

ると、配置でニーズをカバーすることは極めて困難

・消費者からも、現状の配置の品揃え。回数への不満、その他訪間販売形式等に対する

懸念 (押 し売りなどのトラブル)が示されている。

②親族等の購入代行との代替案に対する疑間
・代行してくれる方がいるとは限らない。
・本人の状況を正しく伝えられるか、本人の状況・感覚を踏まえ、専門家からの質問

に対し正しく答えられるかという問題点があり、十分なコミュニケーションができ

るとは言い難い。

・本人が自ら購入したいという強い意思がある。

③介護事業者等の付添い対応との代替案に対する疑間
。日本の介護事業者の人材不足の実態などを踏まえておらず、実効性が無い。
・多くの要介護者は限られた資金でやりくりして生活しており、経済的負担も高まる。
・重度障害者の場合は、そもそも外出が困難である。

④取寄せ対応との代替案に対する疑問

・自分に合つた特定の医薬品を探し出して健康維持をしている消費者が多数いる。現

状の流通実態を踏まえると、取寄せでカパーはできない。実際、現状でも取寄せを

断られたとの声が届いている。

⑤消費者の中には、実店舗店頭での対面購入が困難又は強い抵抗を伴う方 (聴覚・視覚障

害者、対面購入がはばかられる商品を購入する者等)が あり、そのような者の意向は無

視されてしまう。

以上のような現状を前提としますと、現在、検討会においては、通信販売事業者から安

全に医薬品を届けるための業界ルール案を提出し説明しているところですので、「全ての国

民に平等に安全に医薬品を届ける」という国民の生命身体に関わる重要な利益を「現実的

に」実見するためには、業界ルール案に基づく安全策を確保した上で通信販売を継続する

ことが必要不可欠であると考えます。

以  上

【添付資料 l

資料1 署名の際に消費者から寄せられたコメント

資料2 消費者から厚生労働大臣へのお手紙



腸J添資料11

-般用医薬品の通信販売に関する消費者の声

0-般用医薬品の通信販売の経続を求める署名欄での自由コメント記入欄への書込み〈誤宇等はそのまま)。

【育児中の方の声】
コメント

今日のニュースでみてびっくりしました。我力鰭 は 子供が 3人。下の子は 2さいで、買い物へいく、見つける、帰るという動作が大
変です。今まで、ネットで購入していましたので、買えなくなると、とても国るのです。蜜では 一大事 :なんとかおItい とどまつてほ
しいです。

子供がいる冒Eで墜軍い物になかなか出られない構 があります,そうぃったとき薬が買えないのは大変不便です。
育児中で買い物時間が限られている中、こういった必需品が購入驚 ないと不便に型 ます。こういぅ育児に対する障害が少しず
つ積み重なることで、二人目は無理だな害の少子化への傾向を後押しすること:功ると思います。
仕事をしていて、子供も小さいのでネットでの買い物がとそ毛便利です。薬もネウトが購入する事もあり、購入できなくなるのはたい
へん困ります。

小さい子どもがぃる家庭などは、直接集局まで足を運んでゆっくり菓を選ぶ時間もありません。ネットで医薬品を購入できるメリット
は多いです。もっ櫂 々の生活状況について考えて欲しいと願います。
子供がいて目出に外に買い物に出られない時期、また、雷が降つて出ら
けてもらいとても助けられました。人には言うのが恥ずかしいものなど、特に薬ではあると思います。ネット販売中止は絶対に反対
です!!また、販売禁上にされる商品は店頭でも買ったことがありますが、藁剤師に質問したり、また、勧められたり、注意を促さ
れたりされたこlはありません。お店に出向かなくてはいけない分手間があるように思われます。質F・5ならメールでのやりとりで十

|できるわけですから、店頭販売となにが違うというのでしょうか?理解に書Lお ifかり
目冨事で彙時間

"働
のうえ、子供力

`3人
いて、超多忙です。常備藁がネットで買えないと.J卜常に不便です。よろしくお願いしま

す 。

乳幼児二人の子供を持つママです。子供二人を連れて買い物に行くのは本当に大度です。買い物はできるかぎリネットですませ
ています。どうして薬だけなのでしょうか?簡単に禁止するのはおかしぃと思います。政治家の人は自分がネット利用なんてしない
から簡単に議止するんでしょ?もっと当事者の目線で考えて欲しいですね

【働く方の声】
ヨメント

共働きで仕事に朝早く出て、遅くに帰宅しているので.なかなか買いに行く暇がありません。

私還は共働き大帰です。二人共、毎日仕事で帰りは違いのでなかなか置ルクストアの営業時間にお店で薬を買うことができませ

ん。ネットで買えるのはとてもありがたいことです。ネットで医薬品が買えないこと1誌ると困ります。どうかお願いですから、そのよ

うな法改正を行わないてください。

夫婦は共働きで薬局が違いから不便です。藁局より通発が希望指定時間も取れるし、夜中でも配速してくれ討 .

共働き。青児で買い物も大変です。ネットでは、自分の組合に合わせて購入できるし、お店では買しヽ こくい商品も気楽に購入できよ

く利用しています。決してコンピニがネット通販の代わりになりません。コンピ=で取り扱う商品はどうせ有名メーカー売れ筋商品ぱ

かりで価格毛定価販売に決まつています。ネット通販禁上に断日反対します .

共働きで子供も3人おり、冽こ一人でネットと餞 ッピングできるというのは非常に私のようなものにはありがたいです。全てがい
いことばかりだとは言い切りませんが、やはりたよりにしているものもおりますので、禁上は困ります。
共働きで小さい子供のいる家庭では、中々置書栗も顆めませんじ是JF4ット販売という選択肢を残しておいてもらいたいと思いま

九

共働きのお、ネットの薬局は大変重宝しています。このような規制をする前に、「合法でない薬物Jの取り締まりなどを優先すべき
ではないでしょうか。お抱区運転手がついているお役人さんと違つて、私違は自分の足で買い物をせねばなりません。「あなたとは
違うんです。Jこの規制は、まつたく理解できません。
夫婦共働きの私たちにとつてネット通順は必須のサービス.健保組合からの斡旋販売だつて利用しますけど、対面しないし、手寝

しもされませんよ。どうしてネット販売だけ遺害されるの?
我が憲は共働き&高齢者 (軽度の要介護者あり)との同居という事情か諄 ットでの層入をよく利用しています。ネットでは実店舗

では見つけきれないものが買えたりや効能なども詳しく知ることができるというメリットカtあ ります。世の中いろいると便利になつて

きているようで、実際はなぜかこの頃は不便を強いられることが多くなつてきたように思えます。

薬局で本当に自分に合う藁を探したくても素人が店に来店して考える時間なんてたかが知れています。そして、勧められるままに

『じゃあ、それをJと なるのが日常の藁局での様子なのです。それがネットだと、確かに実店舗の藁局の栗剤師さんのお稲誌参考に

はしますが、更に時間をかけても自分が試してみたい別の薬の成分もじっくり検討して選ぶことが出来るんです。それは個性それ

ぞれの『人間Jとして大切なチョイスだと思います。また、知人に薬剤師さんがいますが、やはりその職業の方も人なのです。どうし

ても、その方の好みやクセでいつも同じお薬を離にも勧めるというのは確実にあるように思います。なので私は時間をかけても自

分や家族の身体に必要な成分の業を自分で選んでネットで買いたいです。それに、子どもが数人居たり、共働き家庭ですと本当

に外を私用で歩き口れる時間などほんとうに取れなじヽ のなんです。ネットで案が買えなくなるのは現代人の生活に支障をきたす

初 卜で購入せ ないと、困ります。共働きて、子供も保青回通い中で、帰宅時間帯などに、希望の薬を購入することがJH常に困難

椰けないこともあり、ネットで薬を買えるのは本当にありがたいのです。規制をかけて、

菫局を守るよりも、薬局にネットショップを経営する知恵を与えるなどの施策を購じるべきではないでしょうか。それが本当の経済



【実店舗での対面購入に抵抗のある方の声】

以前、
「

頭で買うのが恥ずかしいよぅな商品をネットで注文したことがあって、その時ほどネット販売の肴り難味を感じた事はあり
室三″Fした

1:・ 。子ットで医薬品を買えなくなるのは困,ます。
妊娠検査藁や排卵検査藁は薬局で買うのがfまずかしいと妻が言つていて、インターネットを利用して購入しています。販売されて

ものなので、ネット販売を規制するのはおかしいと思います。
やはり、水虫薬は買うのがちょっと恥ずかしいものです。通販で購入できないのは精神的苦痛をともないます。購入できる医薬品
の見直しをお願し`します。

^HDゞ
員フのかわすかしい曇があります>く 。妊姫検査薬やその他お尻に関係する商品など.。 私は女ですが、藁局などのレジ

の店員さんが男の人だったら余計に恥ずかしくて買えません。。その結果、買えないまま月日が経ち、状鵬が悪化や発見の運れ
力1出 たらどうなるのでしょうか?また、外に出れない人もいます。おELIですか■ 存̈絆井晏ヨ!士十

私は酷い便秘症て下剤がかかせません。近所の暴局は男性の薬剤師が多く、いつも下剤ばかり買うのは女性としてはかなり恥ず
かしいものです。人には譜事情により対面販売を避けて購入したい薬品も多々あることを理解してほしいです。
人に言えない、言いたくない一――恥ずかしいと思つて

,ヽ
る。病気には人それぞれの気持ちも深く関わつてきます。とても織細な問

題だと思います。人目にさらされる恐怖を感じている人ぶ多いのも事実あると思います。そんな中、ネットで買える自由があったの
に、それがなくなるのは憂うべき問題だと感じました。制約が発生したからこそ生まれる閉書感もあると思いますし栗を買うのが苦
痛になってしまう方もいらっしゃるんではないでしょうかそういった意味でも、規制はしつつもネットでの薬購入の自由は確保してい
上三またし、と思いましためて、署名させていただきます
彙 局では暦員さんなどの後ろにあって自分では取れない力く、来の名前を店頭で言うのもちょつと恥ずかしいというようなモノはイン
ターネットで買つています。普通に取れる場所にあってもモノによってはその場に立ち止まりよくよく内容を離んだりということも恥ず
かしいかなと思うこともあります。でもやっぱり効能・使用方法などはきちんと腕んで納得してから買いたいものです。また仕事が終
わる時間には薬局も閉まる̈ 。ということもよくあるのでインターネットで買えなくなると色 困々ります。

【障害者及び障害者のご家族の方の声】
コメント

論外です :我が家は後期高齢者と身体障害者の世帯です。医薬品を必要とするのは、我々弱者です。外出するにもr自 立支援

法Jなる悪法の御陰でお金を払つて人を組まないと購入で皆ません。現在はインターネットを介して必要な医薬品を購入することが

出来るので、何とか薬の入手に頭を悩ます事無く必要な物を、必要なときにネットを介して購入できております。ネットを介して購入

出来なくれることは『生活権の侵害J以外の何者でもありません。弱者無視の省令には断固抗議致します。

下肢障害者 1級第 1租 (要介饉者)です。ホームヘルバーにお願いしたくない物などもインターネットの普及で生活しやすくなつた

現在の進歩に逆行するかの様な行政の勝手な言い分にいい加減我慢が出来ません。寄めですか !?是非見直してください !:

私は■覚障害者です。実店舗での様々な対面販売では話が聞き取れず、説明してもらつても意味が分かりません。対面販売を極

力避けたいのが生活の実情です。聴覚障害者にはネットでの買い物が、完全パリアフリーなのです。製造元や販売店の商品説明

を餞んで理解し、実利用者のクチコミやレピューがとても多考になります。聴党障害者への摯饉・説明書配布・静かな個室面談等

の′ヽリアフリー化が実店舗でなされていない現状では、非常に困難を要するのです。

ht■も陣害者でめったに買い物:乱 けヽな條 局で対面販売しかだめだとしたら非常に困ります。買いにいけない人は極端に言え

ば病気のまま死ねと言う事と同じくらいに思います。そのような人の事も考えて下さい。

私自身パニック障害で外出が出来ない状態なのでネットで買えないと困ります。

私は朦日暉害を持つ主婦です。毎日の買い物にも事欠く状態で、ネットでの医薬品はよく利用させていただいていました。薬局は

いつも行くところから:ま少し離れていること、欲しい商品がない事で、ネットでの医薬品購買を本当に■宝していました。私が住ん

でいる場所は都会ではなく、そうそう菓局もありません。また私のように障害を持つていると、何かが欲しくても、思つたものを手に

入れるのにすごく苦労をします。現代|まネットの時代となり、私のようなものは本当にありがたいと思つていました。高齢者や障害

者や弱者を守るはずの厚生労働省がこのような思いやりのない行動をとることに本当に慣りを感じます。断口として抗議します

両下肢機能障害を持つ、私は大変困ります。

先日家内が出産し、家内は妊帰のときから現在新生児をかかえる状況で、運転免許がありません。そんな時にネットで薬が買える

【対面購入が困難な聴覚障害者の方の声】
コメント

私は聴覚障害者です。実店舗での様 な々対面販売で1ま話が聞き取れず、説明してもらっても意味が分かりません。対面販売を極
力避けたいのが生活の実情です。聴覚障害者にはネットでの買い物が、完全パリアフリーなのです。製造元や販売店の商品説明
を籠んで理解し、実利用者のクチコミやレビューがとても参考1功ります。聴覚障害者への筆談・説明書配布・静かな個室面談等
のバリ77リー化が実店舗でなされていない現状では、非常に困難を要するのです。

私は聴覚障害者ですので、薬局で対面購入が難しい。ネットで栗が購入出来なくなると筆記用具で面倒な交渉をしなくてはなりま
せん。どうかこれまで通り栗などのネット販売を続けていけるようにして下さい。

私は,両耳補聴器利用している難聴者です。店頭のくすり晨で買う時、語が聞き取れなく困った思いを何度もしています。それて、
ネットで買うことが出来て嬉しくて、それを規制ですか?反対です。何も問題ないじゃないですか?店で買うと、無理矢理、高価なも
のを買わされるので反対です。

ので助かりました。また父1ま 身体障害者で、一人では 20メートルほどしか歩けません。薬は家族が介護して医者へ連れて行ける

時かネット通販に頼っています。こういつた弱者救済のためにも規制を緩和するならともかく、規制を強化するような政府に憤りを

感じています。

精神障害年金で暮らしております。 外出がままならない生活状況です。そこで1類医薬品及び2類医薬品のネット販売が禁止さ
れますと、薬が買う手段がなくなり日常生活に多大な支障をきたします。藁事法施行規則改正案に断固反対します。

身体に障害を持つているので、自分で買いに行くことが出来ません。インターネットで買えることはとてもいいです。是J卜、購入出来

るようになつてほしいです。

障害者なので医薬品のネット販売がなくなると薬の入手が極めて困難になります。厚生省は障害者や病人に深い気遺いを示して

くれると信じています。

E棋障害児を抱え、薬局へ薬を買いに行く時間がなかなか取れません。ネットで薬品が購入できなくなるのは本当に困ります。障

害者を抱えた家族の困難を理解してください。

障害を持つてる身体で体が不自由で買い物も余り外へでて買えないのでネットだつたら何時の時間でも気にしないで買えることが

できるので大変便利です。もし中止になると、中止になるのは嫌です。絶対に反対します。

障害をもつた夫の介Eで買物もゆつくり出来ない状態なので、ネットでお薬を買つていました。それが出来なくなると困ります。

障害があり外出が出来ない為、買い物はすべてネットで買つています。

肢体障害の為、一人での外出ができません。ネットでの業の買い物力t無くなつては、大査困ります。どうか、健常者だけの事だけを

考えずにご配慮お願いいたします。

私は体が不自由で言語障害も重いので、店頭で買うのが難しくネット購入を大変重宝しています。ぜひとも継糀 ていただきたい。

私!ま聴覚障害者ですので、薬局で対面購入が難しい。ネットで薬が購入出来なくなると筆配用具て面倒な交渉をしなくてはなりま

せん。どうかこれまで通り薬などのネット販売を撓けていけるようにして下さい。

店頭で買しヽこくい栗(水虫やインキンタムシの薬等)はネットで買えないと不便です !また、障害者(私もその1人です)や病気で勁

くのが不便な人は、ネットで薬が珪えなくなると非常に困ります:!

薬もサプリメン陽 障害者にとっては必需品です。規制をかけるにしても何かしら対策するべきと思います。



障害者なので買い物に自由にいけません
`ネ

ット販売は継続して欲しい。

まさしく田舎に住み、障害があり、外出が困難な私にとってネット販売Iま医薬品を買うために欠かせない存在です。交通弱者にあ
て医薬品を購入する手段を取り上げないで欲しいと思います。よろしくお願いします。

私は体が不自由で,車の運転も出来ませんので,わ卜渚 ッピングが頼りです。偏頭痛があり,痛み止めをネットで買えないとな
ると,私:■つては死活問題です。私のような者も●llいると思います。医薬品のネット販売が続けられる事を強く願つております。

私は精神的な病を持っていて、いつでも体岡が良〈外出できるわけではないため、累も含めていろいろなものをネットで購入してい

ます。案を買いたくても薬局やドラッグストアが営業している時間に必ずしuテける訳てはないんです。私と同じように外出できずに

ネットで購入している人はたくさんいると思います。また.近所のドラッグストアや薬局でいきなり今まで飲んでいた薬が取り扱いが

なくなつてしまったりして、手に入らず困つていた時にネットで検索したら購入できたということもありました。お店によつては置いて
いる案はパラバラ。だけど,ネット上ではたくさんのお店があるので、検索すれば見つけて買うことも可能なんです。それにコンピニ

で医薬品を置いたとしても・・・私の家は東京都内ですが、駅前にしかヨンピニもドラッグストアもないので大して利便性は変わりませ

ん。以前は時間も体み毛不規則な仕事をしてましたのでそういうときにもネットで購入‐ るのは助かりました。冊省しなければい

けない理由が全くわかりません。他に規制眈 くてftCtけないことはもっとあるんじゃない・Cすか ?なぜネットでの業の販売路

ゲットになるのでしょうか?今の便利な状態を変えないてください。それより、もつと違うことに税金を費やし、臓綸に時間を費やして

ください。

私は進行性の下肢障害者です。足が不自由なので買い物がとても大変です。案に限らず、ネットでの買い物は生活の一部です。
二言規制と言つていますが.子どもたちに有書な冊 や、品物などを優先的に規制していただきたいです。優先順位が違うのでは
ないでしょうか。とても納得できません。

私は身体障害者です。外に出られませんネット販売がなくなると大変困ります。

私は身体に障害があるため好きな時:F好きなように買い物を楽しんだりも出来ません。それだけだけにネット販売は非常に生活に
はかかせないものです。医薬品の販売を出来なくされては直接買しヽこ行けない方や時間のない方にとつて非常に不自由になりま
す。是非ネット販売の経続をお願いしたいです

私は障害者で車の免許を■わてなく、コンピニや菜局まで歩いていくなんてことをできない私も含め、そういう方々のためにも早め

に薬を飲みたくネットで買いたい。栞l聾が日かなくなるというのは救急車のたらい回しと変わらないのではと思います。皆さんは

私は視覚障害者です。画面を音声で読み上げてくれる
"卜

を使えばネット回覧ができます。ですから、藁も自力で効能等lL較しな

がら選ぶにとができます。でも店頭販売のみになつてしまったらそれが‐ ません。商品の表示が見えないからです。お店の人が
薦めてくれるものを買うしかありません。また、対面で買うのが恥ずかしい薬でも、店頭販売ではいちいち聞いて探してもらうい なヽ

いのです。ネット販売の"方が'安全、便利、快通な人間もいることを分かつてほしいです。

3級ということで日々 過ごしております。私みたいな人FBHにも厚生労働大臣らは「いちし

私ども夭

"は
ともに観寛陣警訳 ず。近所に棗局がなく、常備薬はすべてネット購入しています。社 、薬局へ行けたとしても、藁

の内容や用法‐ の場で把燿し、配億しておくのは厳しい状況です。その点、ネットでは、果の情報を保存しておくことができ、非

常に助かっています。ネット購入ができなくなると非常に困りますので、現行のままネット購入制度を存縮して頂きたいと思います。

ん。両親は
=人

とも介助がなければ自力で車構子は運転できませんu障害者の二人に必要な案は一般的な薬ではないので今後

と`思うと憂鬱です。この、介歴者の叫びを是非お届け下さい:,1

近所の藁局でl■mわない物が、ネジトで購入出来る事は、とても便利です。店頭に薬剤師に聞いても、キチンと害えられない現状

から、自分で医学を学びました。ネットだと、細かく表示され、

身は障害者の為、車の運転が出来ません。遠くの薬局しか、入手出来ない農方の薬が、ネットでは自宅で購入中来ます。全てを
禁上にされてしまうと、生活が不便にわ てしまうので、どうか今まで通り、購入出来るよう:こして欲しいと思います。宣しくお願い致

わたしは障害者です。なかなか外出することもできず、必要な物はインターネッ閣 して購入したりしています。もちろん、人に頼

んで買い物をしてもらう場合もありますが、やはり、他人には幅みにくい物もあります。もし、医薬品等がインターネットで購入でき

なくなつた場合、大変国つてしまいます。健常者じゃない者もイ

"―
ネットを利用していることをどうぞSれないでください。医薬品

ネット販売の規制には、断固反対します
"我が家は知的障害を櫛 三度の自開症児を持つ家庭ですが、その子供に係る時間の多さから、時間を気にせず都合の良い時間

に希望する【薦】を受け取れるメリッ睦 今現在ネッド●ッピングで享受しています。これが今後不可能となれば季が家では大問題

です.妻が看躍師で【嘉】についての知識は十分で安全に使用している何の問題も無いものまで禁上してしまうのには抵抗があり

ます。是非とも法改正を再毒して頂〈ようお願い申し上げ噴す。

化学物買過敏症です。外に出るのは大変なんです、そしてド

"ク
ストアに買い物に行くのはもつと怖い。店舗内は、空気が悪く体

国がみるみる悪くなります .どうか、ネット販売を燎けてくだれ .ヽよらしくお願いします。

これから高齢ftが進むのは事実であり、もしもの時のことを考えると、24時間で買えない場合どうするのか非常に難点な所があリ

ます。私も精神障害 3級を持つていますが、突然の時応急処置に目ることがあります。是非とも常時薬の購入ができる様に持つて

いつてはしいです。

ネットの藁は成分等詳しく、よく調べて比較してから買う事ができとても助かつています。正直言つて近所の薬局で買うのより安心
なくらいです。また、私:よ体が弱く障害のある娘が二人いるので殆ど外出てきないので、ネットの楽屋さん力

`な
いと困ります。ネット

は、後10年もすればネットを使いこなす高齢議 急増し、高齢者が自活するための大きな力になると思います。厚生労働省はただ

ネットを禁止するのではなく、皆がネットを(票に限らず全てにおいて)よ り快適・安全に使うための方法を追求して欲しいです。

「医薬品を対面販売できないJ「医薬品を手渡して釧れ Jヽという理由だけでは、医薬品をネットで購入できる多〈のメリットを上回る

リスクとは、考えられません。厚生労働省は、ネットでの医薬品販売を規劇する前に、もつと検討すべき事項力`あるのではないです

か?私は特に、精神障害者に対する福祉をもつと充実してほしいです。私の様に、外にもほとんど出られない精神障害者には、ネ

々には、自分の身になって考えてほしいです

2級の障害者で内臓疾患と四肢の障害を抱えています。昼間は仕事があることはもとより、働きながら買い物をすることも年齢的

なものもあるのか、体力的な限界を感じ始めております。私の場合今はなんとかまだ両親が健在なため、家族の支えでなんとか生

きていますが、良い状態を保つているユ わヽれる私ですら、あちらこちらに出向して買い物をするというのはすでにそれなりに厳し
い状態です。日臓業や風邪薬の類で離れた病院や集局まで通うのは病を抱える人にとつて大変な負担ではないかと想像されま

す。自立支援法や高齢者の保険負麟 ど、自立を促すのであれば、それなりのサポートも、どうか切にお考えいただきたいと思い

ます。

わたし自鮎 身体に障害力場 って気軽には外出できず、唯―の問居人である30畳ぎの島 腰鮨力の後遺症力`あるため、ネットに

よる通信販売ほど便利なものはないと常日頃感じております。こうしたなかで、医薬品の通信販売はむしろ制限の緩和を要望いた

します。問題があるとすれば、1回当たりの数量制限や、購入者の豊鋼慮どで事足りるのではないでしようか。

私は82歳です。心臓ペースメーカー着用、0型肝奥闘病など、きまざまな病気を抱えながら車格子での移動という生活をしていま

す。これらの病気でも今でも元気に生きていられるのは、病院治薇のみでは不可能なのです。自分で選んだ各種治療薬が大きく

役に立つて生活していられる状態なのです。それらの業の多くは、ネットでしか購入できません。薬の対面販売での購入は不可能

だと思いますので、どうか今回の規制強化は中止してください。対面販売は1ある意味.店頭のみという意味にはならないとも思っ

ています。ネット,石ップや通販でも、固い合わせをすればきちんと案剤師さんの回書もいただけます。店頭での手渡し販売と、パ

ソコンや電話での説明付きの販売とで、区別は無いように思いますが。かえつて、薬剤師の贅格を持つているというだけで、いい加

減な人から説明を受けるより、懇切T撃な文章(証拠に残ります)での回答の方が48頼性もあると思うのです。以上、よろしくお願
いいたします。



【離島住民の声I

かかります。子育てに追われる妻と、週6日 で遅くまで働く私たち夫婦にはネット通販は大切なライフラインです。便利な都市部の
多覚玉判断せず、インターネットの普及が地方の過疎地に住む人間が多大なる恩恵を受けている事を理解して欲しいです。

離島に住んでおります。東京23区と同等の面積でして、島の中lbにしが安ι【大手

離■に住んでいる者にとっては、栗面画面雨瓦可瓢弱こ高夏訂弓ンテ蒻こ藁吾百
=澪

覆夏薫藤電fi喪
=歯

醜蔵蔵

当方沖縄の離島在住です。薬局はありますが、置[

域ばかりでない事をご理解頂きたい。総合的に意見を言わせて頂けば「困ります」の一言です。本当に困りますので書処して頂き
たいです。

――・・"‐″・・・●中‐―ヽフ●ホ′り1‐リツニツ″ヽ IEい ωヽ●鵬乗員I_:3鵬 りかのりきす。7・ツトで臓栗品が購入出来なくなれば、親
威や知人に暉って代理で購入・発送してもらわなければなりません。相手の都合を考えるとr急いで」「なるべく早くJなど言えない
場合もあります。阪発店と利用者として購入依頼出来るネットでの販売は重要だと思います。肇局やドラッグストアが湛れている地

9購入のほうが多くの選択肢があり、価格も安く、今では頻繁に利用しています。例え対面販売で医薬品を購入しても、その用法
用量を管理するのは購入者自身であり、その意味では今回の規制が実施されても誤用等による健康障害をなくならないと思いま
J。 ネz卜上での副作用や毒性

=持
つ薬の販売に際しては、利用者が「購,ゝする」をクリックした時に、その危険性を含む特性につ

いて購入者に再度注意喚起し、本当にその薬がその人にとつて適切なものかどうかを再考させる措置等が不可欠と考えますが、
f生労働省には、薬局等ホ近隣にない地域の人々の生活利便性にも十分配慮l´ r‐ 事

=行
画を行ら7[ヽ f‐ ″′

「
ルふ輌口1=十

私は、離島に住んでいます。食料や日用品を始め、ほとんどの必要品を.インターネット関係で、手に入れています。事品関係も、
同様ですにで、これが出来なくなるのは、大変困ります。
孤の電んでいる所:よ凛島で、島に薬局が一軒しかありません。置き薬もありますが、テレビCMの率が欲しくても亮り切れの時が
あります。ネットで購入できなくなると大変不理になります。医薬品のネット販売の継線をお願いします。
現41E躍島で工盾をして薄 。私の住んでいるところにはドラックストァはありません。小さな商店に必要最低限の薬が売っているだ
けです。便秘霞ゃ自分にあったカゼ薬がいつもお店に並んでいるとは限りません。ましてやJヽきな島ですので鑽見lulりの男性の店
員さんだと便秘薬など買いづらい薬も女性にはあります.そのため必要な薬を買うときはネット購入を利用してきました。それがな
くなるということは本当に不便だし、考えられません。お店に買に行くのが面倒だという理由だけでネットで薬を購入している人たち
だけじゃないんだということ、ネット販売を必要としている人たち型ぃるということを分かつて欲しいです。

繭 赫 鋪 轟 満 編 論 苛 爵轟:篇潟壼if号:

す。いるんな理由からこうした方向性になつているのかも知れませんが、できな〈なると困る人たちもたくさんいることを考えて欲し
いです。

離島では種類が描わない、説明殊̈ 売は自だまで配連してくれる。
辟曇に伴んでぉり,欲しい医薬品1｀近くの莱蜀(品数が少ないヌ三薫こミ扇否三百τ葛5戻i¬:5i豪頂ぇなくなると非常に困ります。

【その他の方の声】

コメント

医薬品全般の規制ではなく、医薬品の種類によつて規制するべきであると思います。これ

`は

郵政暴営1ヒと同じて本当のサービ
スを受けられなくなる方もいらつしゃることも厚労省は知るべきです。本当の国民への痛みの押し付けではなくサービスをお願いし

たいです::

「コンピニでは販売できて、ネットではいけないJという理由のひとつに「対面販売ではないからJというのがありますが、そもそも、こ

れつて対面する相手が薬剤師さんだからこそ意味を成すものだつたんじゃないですか?ヨンピニの店員さんて書通「薬剤師免許」
なんて持つてませんよね,その方逮から買える(販売出来る)のなら、特に対面販売ではなくてはいけない理由力tありません。よつ
て、ネットでの非対面販売になんの不都合も生じないと思いますか ・̈?いかがなものでしよう?

大半の買い物はネットでしています。粟もそうです。■えなくなるのは困ります。

コンピ=のアルバイト店員から買うよリネットの方がよつぼど用法も詳しく書いてあり、ショップスタッフの人にメールをすれば返事も

くれるので絶対ネット方が利便性も含め良い点が多いと思います。

現在、私の住む郊外の環Eさんはスーバーマー鉤 卜的に食品も扱つており菓も食品も同じかごに入れて集中レジで清算というと

ころが多いんです。大根やウィンナーと一緒に薬を購入したくない !近所の人がバートでレジ

'Tち

をしている所で薬を買いたくな

い :!大きなお店の中で相談できる人を探し出す事もせ ない。,それが現状です。ネットのほうが螢明も丁軍ですし個男‖ニメール

で質問もで書ます。ネット販売の存続をお願いします。

社彙的な混乱をきたすと思います。そもそう、対面して粟を買つたとしても、安全は保障されないはず。それよりも、好きな時間に
配遠が可能。案を自由に検討し、購入する権利を保障するべき。この時代に。どんどん不便になるなんておかしすぎる。

ネット販売であつてもホニムページ上で詳し〈商品説明〈副作用も含む)を載せ、メールでも購入相談を受け付けるようにしていれ

ば特に問題は無いと思います。実際、対面販売より細かく商品比較が出来ます。欲しい商品を扱っている実店舗が近所に無いの

で繁止されてしまうとヨ「常に不使です.

長年霊用してい整り案を発つていたお店が閉店した後ネットで購入しています。出来なくなると困ります。また、足の悪い祖母に頼

まれても、簡単に送る事も出来なくなつてしまいます。問題はあると思いますが、注意等を強調して販売は続けていただきたし`て

藁剤師の卵ですがこれはないと思いますこの日本にドラッグストアのない所なんてザラです。長い時間かけてお店に行つたとして

もVttn自 分に合う欲しい楽がそこにあるとは限りません。籠い薬の注文が出来たとしてもまず喜ばれません。嫌力くられます、いつ

届くのかも何週間かかるのかも不確かです。ネットで頼む方が何倍も確実で早いのです。そして皆が良い薬剤師さんばかりではあ

りません。自分もこの間便秘藁を買おうとして無遠慮な藁躙師さんの視線に辟易しました。せめて一度店頭で買つたらその時顔を

確かめた事になるので、以降その人はlDなどで認証するだけでネットショッピングをVVn利用できる事になれば良いと思いまし

た。

私は栗剤師ですがネットで築が買えなくなるというのは理解に苦しみます。ネット販売禁止の理由についても条件付きで販売可能

な理由ばかりで、何らかの政治的圧力が働いているのではと勘ぐらぎるを得ません。

薬剤師のいないコンピニでは買えて、藁剤師のいるネツト店舗で買えないのは確かにおかしいです。

案家が古くからの個人薬局です。ネットや量販店などで安〈買えるとやはり個人薬局はつらいです。でも、自分が働きながら中々薬

局がやつている時間に買えない、藁剤師さんに聞けない等の時、ネットというのはとても便利です。できれば、そんな共働き夫婦に

:よ残して欲しい存在ですね

薬制師からの要鱗が強いと聞いています。現状問題なくネット販売が行われているのを出来なくするのは、薬剤師を守る為としか

思えません。厚生労働省は何を守ろうとしているのでしようか?守リベき人に不便を強いる省令案の修IEを して下さい。



消費者から厚生労働大臣へのお手紙

1.離島の方

奥尻島在住の方

神津島在住の方

父島在住の方

西表島在住の方

御蔵島在住の方

2.視覚障害の方

3,自分が求める医薬品が近くで購入できない方

4。 その他ネットで医薬品を購入する一般の方
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舛添厚生労働省大臣
及び「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」委員の皆様ヘ

:IIF::;:f117]』瞥:景戯1亀島:くなることを知LJt大変残念であ吹

肇事「
うな選障害者が自分の発署拳薔襲%療駆斃蔵野〔撮踊鶴

そして、それは医薬品も例外ではありません。

ぃて駐著管鷲望夏竜契1爾青覗野夏γ
夕~ネットで購入していますが、その全てにつ

趙 里電元f中
から自分のニーズに適合した製品を

す
意深く選び、購

今
し

と思鞣 ]ゝが

~人の消費者として、自己責任で医薬品を澤がことが、当然のことだ

視覚障害者である私が、アクセスできないような情報など、いくらいただいてもまうたく

価値がありません。ある意味それは情報とは言えません。応対している方が、アルバ
イト店具であるか、登録販売者であるか、また、業剤師であるかの区別は、どうやった
らよるしいのでしょうか。「名札にその旨を掲示Jとなっているようですが・・・。「ィンター

蛸 理 露 概 発 驚 鶏 叢 1盤 謂 翻 隔 製 鴬

分けますか?少な
くとも私には「すみません、風邪薬が欲しいのですがJと声を掛けてみたら「あ、店員さ

:   彙鸞
翻 認 艦 赫 線艇 :lill::蛛サど鱚

を
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とは思いませんが。処方薬に比べて累効を抑えてある市販薬のはずです。



インターネット事態には、危険な部分があることも事実です。しかし、ィンターネットで
暦青I難踊曇I黒鋼常課i認膳鷺鷺t讐留議ご詰輩専[精
奪讐箸鞣般8導冨毛子爆:彗馳凛継 燎ゝ舞辮聰彗う2
「臭い物には釜」という議論ではなく、明日を、それに続く未来を見据え、今一度お考えいただきたいと思ι)ます。

琴 蒲
鏃 浩艦 顎 晟F

主す

電襲宇

は視覚障害者もアクセス可能な

轟樫期獄翻編71i3朧:則濯電樹

l盤聯撫lI酵郭出駿胤 i
消費者の選択肢を狭めたり、新しいビジネスのチャンスを摘むような道を狭めるよう

1爵:11::::お憮 k[慧霞 熙 省≧理(1:覗闇F島現ゝしξ自己責任姉腱を購呻 用する
纂黎覧蘭槻勇事糊 震獣縣 、ときは専門家である薬剤師に相談したり、1

私は思います。

卜な″肥寧孵場l納署補鍾距[i重色甜喚鷲[霊暑導嵩頭切なの■まれ功せ私脚まヽす。
報道によれば、パブリックコメントの97パーセントが一般医薬品のインターネット販

売規制に反対だったとか。その声にどうか耳を傾け、なにが大切なことなのかを、今一度お考えいただきたいと思います。第一に優先すべきは対面ですか?消費
瓦8晟喜彗:劣重票識 李当に安全性が確保できませんか?対面であオ

ご職 亀棚 総夏読麗蹴暑騨「
売規制に対して販加錮答

訴8言語懲篇縦世:省轟 糞柵 嵐騒甲輩霧

貰t身習膚観 職 t霧麿晰酔
にとつ■

|の
ような方法雄

謂鸞
神戸市東灘区



厚生労働大臣舛添要一棟

長年.原因不明の耳鳴りに悩まされている者ですo

処養撼髪朗弯智贈惑鏡篤λち謡寧蟹庸卵棚 島するわ悧こはいきません

]ξtti稲設象豫 最雰璽訪簿「深複跨雀螢信お霧漕う螢「
られませんでした

業層:翻 認 貧踏

ことはありましたが効卿まなぐtの時も駄目で元々と椰 ヽ大阪の

承3看∬曇具

体東に合ったのか。病院で処方される薬の
賃
に眠気などのEl作用もなく,症状が軽くなるので使用を

協 るん病気自体が直るわけではないものの、症状が軽くなり日常生活になくてはならない率です。

こ層1殿 lttξ翼雲質Pは

~ヽ番の当事者
下
ある利早者の意見が全仮 映静 ずに行われようとしていて、非序

期 署難 糠 謝 認 識 器 蹴 繊
り轍 きませれ

意あな言β雛 挙F消
議 戯 性

,l■
4凛 用ハンドソープは 別すらできない内 レ

"員
が麟 Lrtヽ

‖鰐轍l歴備潮脳Wi淵翼i[1:=i[恵
曹芳島隻混軍Zttf鰍誦 轟塾現麟ユil硯1楡理網

=苦
しみま子。

i警
勲

纏
鯰 鮨 鶉 咆 軋

い 棚 れ
知

票ξ階
わる方

蓄
としての案を読みましたが、利用者の立場から見ると机上の空論、ナンセンスとし力

)い
いよう

脚 雪専 :慧蠣易翼「
中の方などであって、築局や店舗こ自ら乱 こヽ行

(方法の1)

醜 顎釉堂層奮繁員串早層に思『導律転提供すること
になる。

(方法の2)

2ご奪彗護f霊琲
族、親威な邸 菜局・店舗を訪れて、朗 する者の状態を伝え、専Fl軍から輌

臨 選責ξ茎葉男亀ケ
家族などが使用す積 に医薬品を波LrJが

(方法の3)

8栃 L瞬富昌事F搬
い物を介

?す
る中で、薬局・店舗に来て、

,用
する者が専

撃覇難窯謂彎1認側翻 1で記割尋墓碁ξ感星品島モ書す
るこ日ま鋼=和出そす。

購入したい匡薬品が近くの案局・店鋪で販売していない場合の供船方法

躙 群鯖 鼈 セ落3蔭最」留認警講責事iF製事顆
売業者から取り寄せ■使用す

私の経験からすると、その薬局で扱つていな.藻品を求めると、当店では扱つていいなと言われ断られるのが善通
だ狙 います。
普段扱つていなしヽ薬品を小日で発注する手間やコストを考えると採算が合うとは思えません。
そこまでして扱つてくれるか不明です。
私が経営者なら断り討 。

個人的なこと:誌りますが、この規制が予定通り実施さ掲 と非常に困ります。
色 考々えた結果、知り合いの買い物代行サービス業者に大阪の同業者を紹介してもらい。代行で購入できるか問い
合わせたと

“

可能のと返答

“

らいました。

嘉魃 肥 瑠 鼎 脳 穂 諾 露 獅 獣 t鎖
ではわ するより方法相 いつきませ

～

。

知り合いの代行業者の協だと、すでに同様の問い合わせは有り、新たなビジネス費 ンスと期待していると言つてい
ました。

婁星2型 躙 鮒 鶉 躍 督5競 驚 8万i碑
者を排除囃 薬品に素人の業者が医薬品の

観訳留意離 Fい
る品物を扱う限

7ど
お1紫言ぶ総 R著謙棚響嘉凛臨 1

膝

ビス|ま資金力tなくても開業できるため
ォ
ラリーマンカtサイドビジネスとして始めるケースも有るように聞いて

:3艦 L勇号
お んとしたルールを策定したうえでそ

?ル
ールに従える通偏売買する業者のみを認め

.ん 誓 :i:

lr i:..:・ li



趨 弟撻雖 謎 絆 :獣1髭嚇W
…
   素 書

硝 肇「く窄緋叫鯖"影撃黎日ψ畔 卿 奪乳
_     V動 颯 二 重 泌 墨 生 乙

ιI

Cttη ■ン…″ル17Vげガ

w石卿利リンiぶ協靭 織14霧二Iw笙
'1'″膨yギ

‐
ヵィ4)・

イン
。
η Чtt γゲ .

ツタ
`ク

″饗ン′園を71"(γり'И
:秘嗅騨■ttallyフ ゾ

“

″郷 ″ '

・中

「

を¬け
‐

|           
…

1・孝τT̈｀助 ~



Ｈ
∞

踊い轟



【論点】

店舗との取引で損害を受 :すたネットショッピングモ…ル (以下「モールJという)利
用者に対してモール運営者が責任を負う場合があるか。

(例 )

モール利用者が、モールに出店していた店舗から商品を購入したところ、商品
に欠陥があったが、店鋪は行方不明となり連絡が取れない。モール運営者に対し
て、損害賠償を請求することができないか。

I-2電子商取引に特有の取引形態
I-2-1電子商店街 (ネットショッピングモール)運営者の責任

1.考 え方

(1)原 則 :責任を負わない

個別の店舗との取引によって生じた損害について、モール運営者は原則として
責任を負わない。

(2)例 外 :責 任を負う場合もある

①店舗による営業をサイバーモール運営者自身による営業とモール利用者が
誤って判断するのもやむを得ない外観が存在し(外観の存在 )、 ②その外観が存在
することについてモール運営者に責任があり(帰 責事由)、 ③モール利用者が重大
な過失なしに営業主を誤って判断して取引をした (相 手方の善意無重過失)場 合
には、商法第14条 の類推適用によリモール運営者が責任を負う場合もあり得る。
この他に、モニル運営者に不法行為責任等を認めうる特段の事情がある場合等

には、モール運営者が責任を負う場合があり得る。

(責 任 を負う可能性がある例 )

・商品購入画面等モール運営者のウェプサィト画面で、売主がモール運営者であるとの誤
解が生じうる場合

・モール運営者が特集ページを設けてインタピュー等を掲載するなどして、特定の店舗の
特定商品を優良であるとして積極的に品質等を保証し、これを信じたがためにモール利
用者が当該商品を購入したところ、当該商品の不良に起因してモール利用者に損害が
発生した場合

・重大な製品事故の発生が多数確認されてぃる商品の販売が店舗でなされていることを
モール運営者が知りつつ、合理的期間を超えて放置した結果、当該店舗から当該商品
を購入したモール利用者に同種の製品事故による損害が発生した場合

(商法第14条の類推適用による責任を負わないと思われる例)

購入画面は、モールの統一フォームであるが、モール運営者のウェプサイト画面にモール

運営者が売主でないことが分かりやすく記載されている場合

(保証に基づく責任を負わないと思われる例 )

。品質等に関してモール運営者の判断が入らない形で商品又は店舗の広告を掲載してい

るにすぎない場合

・よく売れている商品に「売れ筋」と表示した場合や、売上高やモール利用者による人気投

票結果等のデータに基づいた商品や店舗の「ランキング」、「上半期ベスト3」 を単に表示

したにとどまる場合
。モール利用者の購買履歴等に基づき、個々のモール利用者に対して、当該モール利用

者の嗜好やll入 商品等に関連する商品等を、当該商品の品質等に関する判断を含ま

ない形で単に表示したにとどまる場合

2.説 明

(1)問 題の所在

モールに出店している個別の店舗との取引で損害を受けたモール利用者は、当

該店舗に対して契約上の責任を追及することができるが、このほかモール運営者に

対しても責任を追及することができるか。通常、個別の店舗との取引において、売

主としての責任を負うのは店舗であるため、個別の店舗との取引によって生じた損

害について(モール運営者が責任を負うことはないものと考えられる。しかしながら、

モールと店舗との関係で買主たるモール利用者がモール運営者を売主と誤認する

ような状況が作られていた場合などにモール運営者が何らかの責任を負うことが考

えられないだろうか。

(2)商 法第14条 の類推適用

この点、参考となる裁判例として、スーパーマーケットに出店しているテナントと買

物客との取引に関して、出店契約を締結することにより営業主体がスーパーマー

ケットであると誤認するのもやむを得ない外観を作出したことに関与したという理由

から、商法第14条 の類推適用により、スーパーマーケットの経営会社が名板貸人と

同様の責任を負うとしたものがある(最 高裁平成7年 11月 30日 第一小法廷判決・

民集49巻 9号 2972頁 )。

商法第 14条適用の要件は、①名板貸人が営業主であるという外観の存在、②

名義使用の許詰という名板貸人の帰責事由の存在、③取引の相手方が重大な過



失なくして名板貸人が営業主であると誤認したことであるが、本判決は、②の名義

使用の許諾はないが、上記のような外観の作出に関与した場合について、商法第

14条の理論的前提である外観法理を前提に、同条の類推適用を認めたものであ

る。

ス~パーマーケットとそのテナントの関係と、モールとその店舗の関係は同一では

ないが、一定の類似性があることから、モールにおいても、①店舗の営業がモール

運営者の営業であると一般のモール利用者が誤認するのもやむを得ない外観が存

在し、②当該外観の作出にモール運営者に帰責事由があり、③当該モール利用

者が重大な過失無くして営業主を誤認して取引をした場合には、商法第14条 の類
推適用により,―ル運営者が責任を負う場合もあり得るものと解される。
なお、例えばウェプ上にモール利用者が、通常認識することができるような形で

「当モールに出店する店舗は、当社とは独立した事業者が自己の責任において運
営しており、特に明示している場合を除いて、当社及び関連会社が管理又は運営

しているものではありません」といった表示をしている場合であれば、当該表示は
モール運営者の責任を否定する有力な根拠となると考えられる。

いずれにせよ、モール運営者が商法第14条 の類推適用により責任を負うか否か
については、モールの外観、モール運営者の運営形態のみならず、外観作出の帰

責性の有無?判 断要素として店舗の営業への関与の程度 (例 えば、売上代金の

回収の態様、明示若しくは黙示の商号使用の許諾等)等をも総合的に勘案して判

断されることになろう。

(3)その他の責任原因

商法第14条 の類推適用が認められる場合以外にも、以下のような場合には、
モール運営者が、個々の取引によってモール利用者に生じた損害について責任を

負うべき場合があり得る。

第一に、重大な製品事故の発生が多数確認されている商品の販売が店舗でな

されていることをモール運営者が知りつつ、合理的期間を超えて放置した結果、当

該店舗から当該商品を購入したモール利用者に同種の製品事故による損害が発

生した場合のような特段の事情がある場合には、不法行為責任又はモール利用者

に対する注意義務連反 (モール利用契約に付随する義務違反)に基づく責任を問

われる可能性がある。

第二に、モール運営事業者がモール利用者に対して、単なる情報提供、紹介を

超えて特定の商品等の品質等を保証したような場合、当該商品の購入によって生

じた損害について、モール運営者が責任 (保 証に基づく責任)を負う可能性がある。

ただし、品質等に関してモール運営者の判断が入らない形で商品または店舗の広

告を掲載しているにすぎないような場合には、モール運営者が上記の責任を負うこ

とは原則としてないと考えられる。同様に、よく売れている商品に「売れ筋」と表示す

ること、売上高やモール利用者による人気投票結果等のデータに基づいた商品や

店舗の「ランキングJ、
「上半期ベスト3」 などを単に表示すること、モール利用者の購

買履歴等に基づき、個々のモール利用者に対して、当該モール利用者の嗜好や

購入商品等に関連する商品等を当該商品の品質等に関する判断を含まない形で

単に表示することも、そのことのみでは商品等の品質等に関してモール運営者の判

断を示すものではなく、上記の責任を基礎づけるものではないと考えられる。
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大衆薬の通信販売の継続を求める要望書

私たちは、視覚障害者が必要な情報を手軽に得られるようにサポートを行うボランティ

アサークルです。視覚障害自体が「情報障害」といわれています。視党による情報量は圧

倒的に多く、近年その傾向は益々強くなっています。そのため、視覚障害者は目が見えな

いがために日常生活の情報を得ることが難しい状況にありました。

しかし、現在はインターネットを利用することで、視党障害者の方々でも、簡単に多く

の情報を得られるようになりました。そして、色々な人たちと自由にコミュニケーション

もとれるようになります。私達は、パソコンの環境設定などのお手伝いや操作方法の説明

を通して「視覚障害者と健常者が同じ情報を共有し、自由にコミュニケーションできる社

会を実現したい」との思いから日々 活動しています。

さて、貴省が公布した省令改正により、 67%も の大衆薬がインターネットを通じて購

入できなくなるという話を聞きました。この省令により、視覚障害者に対するインターネ

ットの利便性が大きく後退し、生活にも支障が生じることを心配しています。これはIT
Cを活用した情報パリアフリー化の動きに反するものであり、非常に問題で遺憾に思いま

す。本日は、この省令改正に対する私たちの考えをお伝えすると共に、6月 以降も引き続

き大衆薬をインターネットで購入できるよう、省令を再改正していただくことを強く要望

いたします。

今回の省令改正に反対する主な理由は以下のとおりです。

1)イ ンターネットという購入手段が奪われてしまうと、多くの選択肢から自分にあつた

適切な大衆薬を入手することができなくなります。これは視覚障害者の健康維持の観点か

ら非常に問題があります。視覚障害者は大衆薬の外箱に記載している用法用量などが読め

ません。自分で十分な吟味ができないまま、店頭の店員が薦める大衆薬を購入せざるを得

ません。 しかし、薬局は商売ですから必ずしも個人にとつて最適なものより、より儲かる

商品を薦めることも少なくありません。それとは逆に、視覚障害者の多くはパソコンの画

面読み上げ機能を使い、インターネット上にある文字を読み上げることで情報を入手でき

ます。インターネット上であれば、掲載された多くの情報から比較検討して、購ハするこ

とができます。さらに、メールやボイスチャットなどを通じて気軽に専門家に問い合わせ

ることも可能です。

2)視党障害者の存在は、白杖や盲導大によって非常に目立ちます。そのため、視覚障害

者の存在とともに、その行動の一つ一つが一般の方に記憶されやすく、プライパシーが守

られにくい状況にあります。薬局や ドラッグストアの店頭において、人目が気になる医薬

品を購入することには抵抗があります。またヽ周囲の状況が分からない中で、病状を詳細

に説明することは、自己のプライパシーを守るために避けたいことです。インターネット

を通した購入であれば、安心して人目を気にせずに吟味することができます。



3)通信販売規制を省令で規定するにあたり、視覚障害者を始め、通信販売に頼つている
消費者が不在のまま議論が行われております。特に改正省令案のパプリックコメントにお
いては、視覚障害者から通信販売規制に反対する意見が提出されていたにも関わらず、回
答書から年省略されていました。この視覚障害者の意見に対して、厚生労働省は直接答え
ることなく、そのまま省令公布に至りました。これらの検討過程には問題も多く、非常に
遣憾に思います。

4)そもそも今回の改正は、通信販売の規制ではなく、大衆薬の正しい販売方法の確立だ
と思います。そういう意味では調剤薬局ですら、機械的な処理しかできていないところは
少なくありません。ましてやスーパーやコンビニと変わらない販売をしている大手 ドラッ
グストアは巻に溢れています。一定の基準を守るという点では人間の対応にはパラツキが
大きく、管理も指導も大変です。その点では、システムとして完成されたネット上のサイ
トの方が、チェックも管理もし易いはずです。「対面販売」ということだけに依存し、ネ
ット販売を全て切り捨ててしまうのは技術革新への逆行です。 ITCを駆使し、対面を超
えるような正しい情報伝達とサポマ トの仕組みを認め、育てる方向での検討を是非お願い
したいと思います。

5)健常者であれば店頭であれ、対面販売であれ、自ら自由に薬の正しい情報を得て、自
分自身の意思と責任で薬を選ぶことが出来ます。そういう健常者では当たり前の行為を、
視覚障害者はネットを通じて初めて可能となり、自立することができるようになります。
そのことを十分にご理解ください。

参考として、視覚障害者の意見をまとめたものを添付します。

住所 :広島県広島市中区堺町2-1-3-301
団体名 :広島市視覚障害者情報支援センター

代表者名 :志摩 撤郎

連絡先 :082232-6263

メ‐―Лレ: infoOvュ ●.J●n.Org

サイト:http://vic.jpn.。rg/

(添付資料)

視覚障害者からの意見

○ ユーザーに正確な情報を伝えることが問題なので、対面である必要はないと思う。

むしろ対面の方が情報を得にくい人もいる。

○ 店舗の場合は人次第ということになるが、ネットではサイ ト毎に評価できるので、

管理も店舗より簡単だと思う。一律の規制ではなく、サイ ト毎に薬局としての許可

をすべきだと思う。

O 聴覚障害者にとつては対面販売よりも文字で情報が見えるネット販売の方がいい。

O 視覚障害者にとっても自分で商品を選べるネット販売の方がいい。

o 規制するにしても通信販売なら顧客からの質問に薬剤師が応 じるようにする、とい

うような規制にすべき。

○ 視覚障害者でも点字の読めない人は増えているのに、り占頭での視覚雌 者対策は点

字一筋のために、自由に商品を選ぺない。

O 薬の情報は薬局ではなく、ネットで調べている。その方がずつと便利です。

O サイ トによってはメールや電話などで気軽に問い合わせができるような配慮がな

されているので、店頭販売より情報が得やすい。

O 店頭では説明してもらいにくい細かい部分などはネット販売の方が情報を得やす

い 。

○ 頭の薬剤師さんの説明で十分理解できなくてもネットならいつでも確認できる。説

明書は読めなしヽ

O 店頭販売のみになると、商品の表示が見えないので、店員が薦めてくれるものしか

買えなくなる。大手ドラッグストアなどは利益率の高い商品はありません。

O 公的ガイドヘ′レ ―ヾは月に利用できる時間数に限りがあり、ネット販売がなくなる

と因る。

○ ネット販売の
″
方が

″
安全、便利、快適な人間もいることを分かつてほしいです。

O ネット販売を悪用する利用者や販売業者を十分に取り締まらずに、その対処法とし

てネット販売を切り捨て、我々のような視覚障害者も切り捨てるのは、ネット販売

を行つていない既得権益者の利益代表の行為に見えて、疑念を抱いてしまう。

○ 道具が悪いのではなくて、使う人、悪用する人が悪いことを議 化しているのでは

ない力、そのために、視覚障害者の自立を脅かすことは納得できない。



2009年 4月 15日

外添 要― 厚生労働大臣殿
医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会 委員の皆様

―撃用医薬品の通信販売の継続を求める要望書

NPO法人フローレンス
‐                     代表理事 駒崎弘樹

NPO法人フローレンスは、子育てと仕事そして自己実現の全てに誰もが挑戦できる、しなやか

翻 i勲写鰈 鮒 酬 珊 i

轟黒 、事脚 翼慰 ふ墟日務界否[蹴兜晰野・

も、薬局が開いてい鶴間たI覇饉翼熙嘗誰紙馳 走曇閣3厭ぎ√冨野軍源
しても影響の少ない、自分にあったものを選ぼうとインタニネットなどで医薬品を選ばれる方が多
いようです。
ワーク・ライフ・バランスを求める親御さんが仕事しながら子育てがしやすいように、そして、自

婁鑑悧蛹″蠍臨懃 9躍盤曇蹴 [鑢 雄

記

私は現在、都心に住む 4歳とloヶ月の子をもつ親です。目を離せない小さな子どもを2人もか
かえており、何事も子ども中心の毎日を過ごしています。
さて、医薬品のネット販売が禁止されるということですが、ネットで医薬品を購入している私にと

つては重要な関心事項です。私は、家から15分囲内に薬局はあるものの、ネットで常備薬を購入
しています。子どもの薬というより、長年悩まされている自分の偏頭痛を癒すための薬です。子供
が病気の際には近くに病院もあり討 ので、子供のための市販薬を購入することはほとんどあり
ませんが、後回しになリカ%な自分の持病を癒すために市販薬を購入することがあります。近くの
薬局で購入すればよいではないかとおっしゃる方もいらつしゃるでしょう。残念ながらその薬局店
内は狭く、ベビーカーを押して店内を歩くことができないので下の子をベビーカーからおろして抱つ
こしながらの買い物をしなくてはならないのです。その一方で、上の子は何にでも興味をもつ年頃
なので、べたべたと商品を触つてしまつたり、奇声をあげたりと、目が離せないのです。何か費間
をしたくても、説明を受けたとしても、このように子供が気になって話に集中できません。そんな私
にとつて、薬局は近くても、そこで購入することは非常に不便であり、また、対面であることのメリッ
トを感じたことはありませんでした。

さて、検討会の議論を拝見しますと、私たち消費者が無知だから薬剤師がいちいち対面で関与
しないと事故が起こると懸念されているようですが、子育て中の主婦にとっては、自分が摂取した
医薬品によって、子供に何らかの影響がでてしまう可能性があることは周知の事実です。自分の
体調のこと、茅L幼児への影響となれば、自分が一番心配しており、日々 気をつけているものです。

そもそもは授乳中なので、できるだけ薬を飲まずに我慢するようにしています。それでも痛いもの

は痛い、かゆいものはかゆいのです。少してもリスクがあるとわかれば服用は避けます。大文夫

だと書いてあつても、授乳中でも問題のない市販薬の情報を医師や案剤師から教えてもらいなが

ら、少しても自分にあった薬などで直したいと考えるものです。だからインターネットでじつくりと探

したのです。私の場合は頭痛薬でした。子どもが寝ている合間を見計らって、インターネットで予

め詳細に書かれた禁忌事項などを熟読して、子供に影響がないことを確認してから購入すること

ができます。私たちのように何事も子ども優先となつてしまい、スケジュールどおりに物事が進ま

ない生活を過ごすことが多いものです。例えば私の場合、現在子どもがならし保育中で、熱を出し

て午前中に迎えにいつたり戻つたりと、まさに自分の思い通りにならない毎日です。そんな状況で

24時間都合のよいときにじっくり買い物できるということは非常にありがたいのですぎ

主婦仲間の中には子供力t7トビーで悩んでいるお母さんがいますぎかゆがる子供を見るたびに

代われるものなら代わつてやりたいと日々 心を痛め、名医と聞けばわざわざ遠くまで藁をもつかむ

思いで診察にいくそうです。それでも改善がみられず悩んでいたところ、インターネットでみつけた

市販薬にめぐりあつてよくなつたのだそうです。子供に何かあればあらゆる手段を使つて直してあ

げたいと考えるのが母親ではないでしょうか。そんなこときえもできなくなつてしまう規制であること

に憤りを感じます。

問もなく青児休暇を終えて職場に復帰すると、ますます限られた時間をやりくりしなければなら

なくなります。本当に二人の子供を抱えてやつていけるのかどうか、国は本当に少子化問題に対

して危機感をもつているのか疑間に思つてしまいます。どこにでもぃる、子育てをしながら働く女性

を代表して、医薬品の通信販売継続を切に求めます。

以上
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「 ODA資料J
論点整理に対するJODAと しての見解について

(以下余白)



■A社における医薬品ネット販売の状況 購入率上位の市区町村 (2008年 )

(以下余白)
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ゴL髄  10。71

青森県  10。47

岩手県  10.44
宮城県  10。 70

秋田県  10.55
山形県  10.47
福島県  10.52
茨城県  10。 60
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千葉県  11.17
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富山県  10.60

石り|1県  10.57
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山梨県  10.58
長野県  10.64
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全国平均 1.00

数字は人口千人あたりの医薬品インターネット販売購入件数 (全国平均=1とする)
1

人口千人あたりの購入率
(全国平均を1とする)

■ 1.1～

■ 0.9-1.1

■ 0。 7-0。9

□ -0.7
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件名:  薬事法施行規則等の一部を改正する省令案について

[件名]薬事法施行規則等の一部を改正する省令案について
[宛先]厚生労働省医薬食品局総務課

他の方法による医薬品の販売等

鞭踏轟紺鑽饗ご寵協錨騨朧鷲 鍵馨蹂訪潔雅鮒9■
ろにより行わなければならない。1第二類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。

臆 見内割 この町は島で薬局がありません。通販で薬が買えなくなると大変困ります。
出が|アたおりにと思つても闘明を聞いてる時間に船胸 てしまい、数時間待たな|ナれば
ならな

“

正直体力的にもしんどいてす。

現 電しますF菫
望基ニユL望堅型国堕奎ヨ型塑塾ど雲」堕ヨ旦

書
壁ど。仕事も週に2～ 3F雇つて

その仕事も失えば私は無職になります。今は父が健在で病院に薬をもらいに行つてく
れたりして                               。

助かつてますが、父も若くはありません。私ももう40歳なので、いつまで病院も付き添
ってもらえるのか

気になつています。市販の薬を買う場合、ネットで買えるのは父にも迷惑かけず出来
る事で

それが出来なくなると、ますます親に面倒をかける事になります。橋がかかる予定で
すが、パスに乗つて

どのくらいの距離に薬局があるのかもわかりません。今の自分の状態では、橋がか
かつても買いには

行けないてしょう。ご考慮く離 い.

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」

パブリックコメントからの抜粋

目次

1.離島やへき地に居住する方からのパブリックコメント

① 薬局がない島に居住する身体の弱い方の声

② 膠原病、できるだけ健常者として生活したいという声

③ 離島に赴任、体に合わない薬が買えないという声

④ 仕事と育児で忙しい方の声

近隣の薬局・店舗等で医薬品を取り寄せることが困難

な方からのパブリックコメン ト

① 近くの薬局で取り寄せてもらえないという声

② 親身になってくれる薬局から購入したいという声

③ インターネットで相談できるという声

④ 自分にあつた薬を取り寄せたいという高齢身体障害者の声

その他のパブリックコメント

① 男性恐怖症・対人恐怖症の方の声

② 不安障害の方の声

③ 重症虚血性脳症の子供の介護をするシングルマザーの声

(※ 各パプリックコメントの下線は、当協会による)

・・・6

・…6

・-7

・…8

・…9

・・・10

・・.10

・・ ・ 11

・・・12

[FAX番号 ]
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姜出入:

送信ヨ時:

宛先:

件名:

業事法節行規駅ぃ崚蘭3●kul

薬事法施行親』等の一部を改正する省今業について

薬事法 施行規則(vakttikisOku)

姜出人 :

送信日申 2008年 10月 3日 日曜日1,4'

宛先:  議事法施行畑Щが哺鱗・ kul

件名:  暴事法施行規劇等の一部を改正する省令案について(パブリックコメント)

厚生労働省医薬食品局総務課 御中   '

臓 見内割 通販で買うしかないので。

口里由〕

脚
舗
慟
外の場所にいる割ヽ郵便その他の方洲こ

:いう:)を行う場合、次の1～ 3に掲げる

ところにより行わなければならない。
1第二類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないことご

籍篇詔盟 揃躍畢野
讐億3解騨‰灘 名停9■

品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。

曇阜そ            |ド聯 i番言フ繁『
1.百お

そうそう受診して薬をもらうこともできません。

離   静鰯野κ翻象鰐ヽ

を課彎紺訛為謳瀞留縣議盤露椒溜紺盟鯨 :

どうかL‐pを よろしくお願いいたします。

(↑ ここまで↑)

こ住んでいます。

赫 品をF・Dています疵秋看相b:ア ●たの、医百刀`り割りリイ0し い0隧厚ユロロて藤′ V`い フ●

力|、 周辺の薬局(大きなショッピングセンターの薬局も)は、日舎ということもあり、

r
r・

[件名]薬事法施行規則等の一部を改正する省令案について

EFAX4号

の方法による医薬品の販売等

臆 見内容]規制強イビに反対です

任し、勤務しています
こも医薬品が置いて

て選び、体に合つていると確認したもの)にはしよつち

こ住む人間の命綱を盗らないて下さい.
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0103

差出た
送信日時:

宛先

件名: 重:遼鯛辮勝望脚ごる省令剌こついて

[氏名]

腱 開

臓 劇

[電話番号]

[FAX番刷

【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】

・薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、

郵使その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)

を行う場合、次の1～ 3に掲げるところにより行わなければならない。

1第二類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。

コンビニはありません。

内容を確認しながらゆつくり買い物が出来るネット通販は便利です。

分からない事はメールで確認出来ます。

(薬局の人に聞くよりもT寧に教えていただけます。)

風邪薬や湿疹の塗り薬など、買えなくなると困ります。

どうか、今まで通り購入出来るように考えて下さい。

よろしくお願いします。

臆見内容]ネット通販で買えなくなると、とても自ります。

・                                 JODA鞭90

麟送信先 :03-3591-9044

[件名]薬事法施行規貝」等の一部を改正する省令案について

[売知 厚生労働省医薬食品局総竃壁

ほ期

該当箇所:

郵便その他の方法に謁 医薬品の販売等【法憂醜1第11条、第38条、新法第29条の2関係】

=
し、又は授量墜 L｀

ことニ

意見内容 :

~~…‐T………~第 3類のみの販売に反対します。

理由 :

L
がt時期的なものはもうありませ

～
。漢方薬も錠割が良いのに、粉しか置いて

なくて取り寄せてもくれない。ネットだと、いろんな種類があるし、ゆつくり

薬の説明を見れるので、重宝している。ネットでも十分安心して購入できる。

この前、メーカーからの自主回収があるとメールが来ていましたが、ネットだ

からそういつた情報を教えてくれるのだと感心した。いるんな意味で、見守っ

てくれているんだなと思った。

[氏名

畦 m
[電話|

:  ・」   C II`1 'n“
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FAX送信状

厚生労働省医深瞼撮局総務操御中         
・

理区番号 03・3591'9044 (24時間受付中)

闊名] 輌 等の一部を改正する省犠 について

姜出た

送信 日時

亮先

件名
=

案事法施行規則●3ktlJkb●ku〉

菓事法柿 規則等の一部を改正する省令案について

腱

臓割■■■

臓名]

腟刃

.臓判

聯 剖

IFAX番引

臆則  該当箇所 郵便その他の方法に

r薬局開段者又は店舗販売業者は、その案局又は店舗以外の場所

にいる者に、郵便その花の方法による医薬品の販売又は曇与 (黙下

r郵便等販売」という。)を行う場合、次の 1ん3.に掲げるところに

より行わなければならない。 1・ 第二類麻 品以外の医薬品を販売

し、又は授与しないこと。」               .

臆 見内劉

r~

臨自](手書きでお願いいたします。)

ふ1筆私il講FII為41ず鮮筋
が'笠

ニ
静量衡1

鼎1舞雄卜f篇

%いつ
f・

7

[氏名

腫 話番            ・

昴Ⅸ番切

陣 見]該当箇所 郵使その他の方法による医薬品の販売等

薬局開設者又は店舗販売精 は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、

郵便その他の方法に基る医薬品の販売又は授与(以下r郵便等販売」という。)

を行う場合、次の1～ 3に掲げるところにより行わなけれはならない。

1第二類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。

魔 見内割

上記笛所に反対です。

理 由]

現在、母親が癌との間病生活を送つておりまして、病院での治療と漢方の免疫強4じでの

対策を続けております。

その際、病院では漢方医学の併用に積極的なケースは少なく%自 力で調べるしか方法が

ないのが現状ですが、近くにそう言う場
~Ftあ

りません.

そすがにもしこの法集が通つてしまうと、宅配便での購入が出来ず、治療
変
続けられなくなつて
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雌 先 103-3691-9044

[件名凛事法施行規貝]等の一部を改正する省令案について   ,眈 先コ

[氏名コ

畦冽

[輌
[FAX番・|・J

腑名]C粟事法施府瀕悧けの一部を改正する特 案についてJ  、

.   聴見コ該当鶴所郵便その他の方法による医薬品の販売等
I詢

宥9条、第 1■条、第38条、新法第29条の2関際】

″ i盤蘊 躍篤l轟彗響電鰤財
ヽ
:言Lを行う場合、次の1～ 3に掲げるところにより行ゎなければならない。1第二類属薬品以外の医薬品を版発し、又は綬与しないこと。

意見内容

「1第■類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと」を、全ての医薬品を用売できるようにしてぃただきたυ、

理由

(´

この郵便その籠の方法で「1第二類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。J

まど

件は、現在、萱墾聾 が東京から送ってもら二R葛裏万皇fII風電 とになり

聰      b財  [;l:ll:鍾襲
ら
讐しこの漢方業が無ければこの先困ります。

rt芳理電Υttξ暑「暑ま雪争曇品まi競含じし子供に買つてもらうわけにもいきません。
といてくださし、パソコンで手紙だけは打てるのでこのお手紙を書レ`ていますが、今後歩けなくなったら、ィンターネットで自分に合ったものを探すょうにもなると思います。そ
?時、送つてもらえないのIt● しょぅに国ります。

よろしくお願いいたします.             .

:議 XVJ ‖ 00:0001ビ :●
ld
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`0123
薬事法 施行規則(yak晰 i膊SOkuD

[件名]薬事法施行規則等の一部を改正する省令案について

こよる医薬品の販売等

脚 稲廊辮 i鍔封撃霧 :感暉信調
他の方法に

ところにより行わなければならない。             ‐
 .        .

1第二類辱薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。             _

1意見内容]インターネットで薬を買えるようにして下さい。

鯉 由1不中 瞳 暮 7・[ルスノ 妻ふ λ由 翡士普 ′,_体調が悪 くて医者にす ら行 けませ

ん。せめて症状が緩和せ ればとインターネットで漢方を買つているのに、

買えなくなると思うだけて不安になつて息苦しくなります。

インタTネットで買える薬がなしてつらじヽパニック発作に耐えれる自信がありま   .
せん。

名義襲傷曝輩当性曜ま穏讐7瞑餞詫
かどうかインターわト

人間らしこ きる希望を奪わないて下さい。 ‐                   ・

r)                      ・   .

差出人:

通信日時:2008年 10月 3日壼曜日 23・59

宛彙   卿韓去施行規ll“ kJ魚

“

k0

件名:  案事法饉行規則等の一部を改正する省令案について

[件名]薬事法施行規則等の一部を改正する省令案について

腕 先]厚生労働省医薬食品局総務課     i

[氏名

臆 見内容]上記箇所に、反対

[理由]

引や体こうなど

瑠了う濯孵識ふ   詐in論

差出人:

送信日時

宛先 :

件名 :

栞事法施1テ規則し●k」贅Lok● l

桑●法施行親則等ω一部を改正する省令案につして

琳
麓稽言弄鶴騨鶯鶏樅i学轟曝獣謝馳
ような法律は撤廃していただきたいです。

E‖ov MLB wlth MAJORJR Ich″ o,Matsu2aka.MatsuL and mord

法による医薬品の販売等

,onA′ 11′ 1,



JODAF[lμ4 JODA資料4

2.イ ンターネット等を通した医薬品販売の在 り方

(1)イ ンターネット販売筆における音存の所在

○ 各店舗が業務手順を定め公開するとともに、販売概況を公開することによって、

不測の事態が生 じた際にもその責任の所在や過失の有無の検証が可能になる

○ インターネット販売等において、場を提供 している者にはどのような責務があ

ると考えるか。

(JODA見解 )

モール事業者にお答えいただきたい。

(2)個 人認証

○ インターネット販売等における個人認証について、どのように考えるか。

(JODA見 解)

氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの登録による、相当程度の個人の

特定は必要となるが、一般用医薬品という商品の特性上、拳銃、刀剣、自動車等
の購入と同程度に認証することは必要とされていないと考える。

○ 現状、インターネ ット販売等においてどのような認証が行われているのか。

〈JODA見解 )

現在、インタ‐ネット販売等においては、氏名、住所、電話番号、メールア ド

レス、年齢、性別等の登録によつて認証を行つている。

論点整理に対す る JODAと しての見解について

NPO法人日本オンラインドラッグ協会

理事長 後藤 玄利

平成 21年 4月 16日
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(3)イ ンターネット販売等における情報提供・相談対応

O現 在行われているインターネット販売等において、どのような履歴を取つてい

るのか。

(JODA見解 )

住所、氏名、電話番号、メールア ドレス、をはじめ、販売方法によつてFAX番

号、メールア ドレス、および商品 (健康食品などの医薬品以外の商品を含む)を
いつ、何個購入したかの履歴が残つている。

そのほか、メールやFAXな どによる薬剤師等の専門家への相談や問い合わせの
内容とそれに対する回答、対応した専門家の氏名、対応時間なども記録されてい
る。

○ インターネット等において、購入者側 と販売業者側との間で、双方向のコミュ
ニケーションは可能なのか。

特に、販売者側が行 う情報提供の内容を購入者側がどの程度理解 しているかを
確認するためには、具体的にどのような方法 (情報の内容)が考えられるか。

(JODA見解)

双方向のコミュニケーションは既に行われていると考えている。具体的には、
電話やテレビ電話、メール、FAXな どを使用した相談、問い合わせなど。(業界ル
ール案「販売の際の相談応需」P9-10)

購入者側の理解を確認するために、個々の医薬品の禁忌事項について該当の有
無を問診したうえて、専門家が販売の可否を判断するなどの対策をとる。あわせ
て、業界として、「わからないことがある場合はかならず専門家に相談する」よ
う啓蒙する。(業界ルール案「使用者情報の把握」P9、 「販売可否の判断」P12-14参 照)

JODA資料4

○ 購入者からの副作用に関する報告はどのように受けるのか。また、報告を受け
た場合、どのように対処するのか。

(」ODA見解)

電話やFAX、 テレビ電話、メール等を使用して専門家が報告をうける。
購入者がどのように報告をすればよいかを知らせるために、相談時及び緊急時の
連絡先、医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説等を、店舗サイ
トのわかりやすい場所に掲載する。 (業界ルール案「薬事法に基づく表記」P6参照)

報告をうけた場合、次のように対応する。
① 即時の対応が必要な場合は、専門家がすぐに連絡する。
② 視覚的な情報が必要な場合は、購入者に対して、携帯カメラ・デジタルカメ

ラによって撮影した写真の送付を依頼する。
③ 専門家では解消できない場合は、積極的に受診勧奨する。

〇 専門家が情報提供等を行つていることを購入者はどのように確認できるのか。

(」ODA見 解)_
利用者が確認したいと思つたときに、いつても確認できる状況を整える。具体

的にはサイトに薬剤師等専門家の写真や経歴等の情報を掲示、厚労省の薬剤師資
格確認検索ページとリンクをする。(業界ルール案「届出制の導入と掲示」P7参照)

また購入者がテレビ電話をかければ、いつでも専門家が情報提供をおこなつて
いることを確認できるようにすることも考えられる。

○ インターネット等によって医薬品を販売する場合、購入 した医薬品に関するそ
の相談対応はどのように行われるの
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(4)年齢 。使用対象者等が限定されている医薬品の販売

○ 使用対象年齢が限定されている医薬品をインターネット等により販売する場

合、どのような方法が考えられるか。

(JODA」己1峰 )

交付制限のある医薬品 (劇 薬・毒薬)は 、インターネットでは販売しない。

使用対象年齢が限定されている医薬品をインタ,ネ ット等により販売する方
法として、以下の条件を必須とすることが考えられる。(業界ルール案「医薬品の

情報提供 (1)J P8、 「使用者情報の把握」P9、 「販売後の対応」P18等参照)

①  「使用上の注意」の記載内容に基づいた十分な情報提供を行い、注意を喚起

する。

② 使用者の年齢を確認させるための間診機能を設置する。

③ 発送時に、「使用上の注意」をあらためて同梱するなどの方法であらためて

注意を促す。

○ 妊婦への使用を避けるべき等、使用対象者が限定されている医薬品をインター

ネット等により販売する場合、どのような方法が考えられるか。

(」ODA,a角峰)

使用対象者が限定されている医薬品をインターネット等により販売する方法
として、以下の条件を必須とすることが考えられる。(業 界ルール案「医薬品の情
報提供 (1)」 P3、 「使用者情報の把握」P9、 「販売後の対応」P18等参照)

①  「使用上の注意」の記載内容に基づいた十分な情報提供を行い、注意を喚起
する。

② 使用者の状態を確認させるための間診機能を設置する。

③ 発送時に、「使用上の注意」をあらためて同梱するなどの方法であらためて
注意を促す。

○ インターネット販売等は、安易な購入や不適正な使用につながり、また、.悪用
されやすいとの指摘があるが、どうか。

(」ODA見解 )

本論点は、客観的事実による裏づけがなく、論点として適切ではないと考える。

インターネット販売等は、他の販売方法と比較 して、安易な購入や不適正な使用
につなが り、また、悪用されやすいということを裏付ける客観的な事実を提示し

ていただきたい。

」ODA資料4

○ インターネ ット販売等による過剰購入、大量購入をどのよ うに抑止 していくの

か

(JODAJl角 1)

インターネツト販売に限らず、過剰購入・大量購入は抑止する必要があると考

えている。

具体的にインターネット販売等における過乗1購入、大量購入の抑止にむけては、

① 注文 1回あたりの個数制限によつて注文個数を制限する

② 同一願客による注文を集約、同一日購入個数をチェックして、制限個数

以上の購入を防ぐ

などの取り組みをすでに行つている。(業界ルール案「数量制限―過剰購入対策―」P15、

「数量制限―頻回購入対策―」P16参 照)

その他、同月内の同一顧客による同一商品の購入履歴を調べたりすることなど

も可能である。

※ 本検討会でのご意見をうけ、現在業界として、厚生労働省から発された「鎮咳去痰

薬の内服液剤の販売について」(昭和62年 3月 5日 薬企第5号 )に則って、該当する鎮咳去

痰薬 (内 用液剤)の販売個数の制限をいまいちど周知徹底しているところです。



《第4回検討会 提出資料について》 2009.04.16全 国伝統薬連絡協議会

今回は、第 3回検討会で事務局より提示された論点整理の項目に沿つて、以下の
資料を提出いたします。

(3)いわゆる伝統薬の販売方法

0いわゆる伝統薬については、製造販売業者が直接購入者と電話等により連絡を取る方法
で販売されているとのことであるが、具体的にどのような方法が取られているか。
⇒資料①「一般用医薬品の販売形態について」

資料②「伝統薬メ…カーの販売方法例」
資料③「伝統薬販売において『電話による対話』が信頼関係を構築しています」

○「全国の薬局・薬店等が、自ら陳列又は購入者の希望口注文に応じて取り寄せる方法に
よって、購入が困難な状態が解消されると考えてよいか」
⇒第3回検討会において資料を提出し、ご説明も終わつております。結綸として、

伝統薬メーカーとしては、現在まで行つてきた販売方法が最良と考えます。

「物理的な可能性と、コンセンサスの困難性について」では意思疎通や情報共有、経営的な困難の観点から、  :
また「利用者、一般生活者の視点から Jでは利用者等に生ずる不利益の観点から綸じ、 《伝織薬雛界にとつて  :
は、現時点では実現性が低く、仮に実現しても利用者からの信頼を損ないかねない、実用性に欠けるものと感じ :て
墓じkこI露き呂篇話雲お製周81釜奮↑築甚慮13露護護島与雰警凛風嘉:｀≧庁遷τlヨタFl｀すEヒ.  :

ください.                                     .       :

資料① I一般用医薬品の販売形態について

①医薬品製造販売業者が卸業者を介する通常の販売形態

及び

②医薬品製造販売業者が卸業者を介せず、
自社医薬品を直接薬局薬店等に卸を行う販売形態 、

通常の一般用医薬品の販売形態

O医薬品製造販売業者が小売りの許可も持つて直接、
消費者(購入者)へ販売する販売形態

〔11認Y胃覇誕瑠野早謁夢承認を受けた品目に限られるため、〕

伝統薬の販売形態

消費者

ma出
情報提供
・効能効果
。服用方法
・使用期限
・補完方法

。名前/佳所
。菫状確認
。日入出機
・アレルギ
・政書状況
・鳳用状況
・鳳用機の体コ

″,1.||

(製薬会社 )

※主として―畿販売彙を取得。その他にも爾日、―餞販売黎、市置宙
販売業、日置販売彙、特例薇昴彙のうち各メーカーごとに必要な
許可を取得。

※配置販売業にも同じように複数の販売形態がある



聞き取り項目
・氏名、年齢、住所、電話番号
・購入問い合わせ動機
・症状、既往症、併用薬

⇒聞き取りの結果、受診勧奨もあり
。医者にかかつているか
⇒受診中の場合は、服薬聞き取り

。アレルギーの有無
など

資料② l伝統薬メーカーの販売方法例

・効能効果
・眼用方法
。使用期限
・保管方法
・服薬指導
・子供、高齢者、

妊娠、授乳等
の不適応服用
の注意など

【実際の相談対応の事例】

「最近、便秘気昧だが、この胃臓薬は便秘にも効きますか?」

⇒この薬には収敵薬といつて下痢を止める成分が入つているので、便秘には逆効果になることがあります。服用すべきではない
ですね。(結果、販売をお断りした)

『心臓がドキドキすることがあるので利用したい。グルコバイという糖尿痛の薬をのんでいるが、併用してよいか?」

⇒いまのまれているグルコバイは、食後の血糖値の急上昇を抑える薬です。併用してもかまいません。ただ、動悸がヒドイようで
あれば、大事を考えて、まずはお医者様に診てもらつたらいかがでしょうか。

・ (併用薬についてお尋ねしたところ)「更年期障害と言われ、現在薬を目用していますが、薬の名前は覚えていませんJ

⇒お手元に、お薬手帳など薬の名前が書いてあるものはありませんか?名前がわかれば併用可能か調べます。
「ありました。お薬の名前は、加味遭遭散です」
⇒加味逍遇散には、この薬と重複するカンゾウという生薬が配合されています。併用しても1日 の最大量を超えませんが、長期

連用等による副作用も考えられますので、尿量の減少や手足のむくみ等の症状に注意しながらのんでください。
。「だいぶ前に買つたのが残つているが、のんでもいいですか?色が少し黒くなつていますが ・̈・」

⇒あなたのロット番号346は、10年前の製造だから有効期限が過ぎています。廃棄してください。(適正な廃棄方法もアトリヽ・ィス)

資料③ l伝統薬販売において「電話による対話」が信頼関係を構築しています

伝統薬の製造販売業者が行う、「電話による対話」を通して、お害機の持つ悩みや不安を共有化し、  ニ
安心感や希望を持つていただくに至るまでの、いわばカウンセリングのような本音ベースでの対話、   申

;J][皇:層軍liIIIFil世昂l               if‖‖illil:I[liそ :
´Yヽ出Jヽ出♂T■日rヽ市蝸

=L「
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=¬
出¬日¬

=¬
r冒、鍋J、品´守■F『ヽ品蝸ピL日rT■ ¬ピL市.出出 嗣 J

電話は、対面での会話に劣ることのない『心を通わせる」通信手段であるため、厚生労働省及び各部道府県では、保健福祉
分野における各種の相談事業のツールとして活用されています。かかりつけ薬局薬店など、利用者から信頼されているとこ
ろほど、お客様からの電話相談も多いはずです。以下、行政響による電話相談事業の事例をご紹介します.

1.いのちの電話
現代の不安な社会のなかで孤独になり、深刻な悩みごとをもつている人々に電話という手段で援助や励ましを与える
相談機関。全国に48センターが設置され、夫婦問題、男女関係、自殺、青少年の悩み、医療問題などの相談に応じます。

2.こ ころの健壼電話相饉

精神保健福社のポランティア活■として、「こころの健康づくり」たとえば「ノイローゼJ、 「うつ痛」、「痴果J等
の精神疾患等に関する相談が行われています。

3#8000
小さなお子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処 したらよいのか、病院の診薇を
受けたほうがいいのかなど判断に送つた時にも小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
この事業は全国同一の短縮番号をブツシュすることすにより、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科
医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のア ドバイスが行われています。

4.子どもの虐待防止センター相談電話

心配なこともがいるとき、心配な家族がいるとき、及び学校や保育日、病院などで膚待された子どもに関わつてし`る方
や心配な家族について見聞きした地域の方からの相談が行われています.2007年 11月 5日 から全国の民間虐待防止団体
が協力して「全国一斉子育て 。虐待防止ホットライン」が行われています。

5。 自死遺族ライン

身近な人を自死で亡くされた方々からのお話をお聞きになつています.

6.その他の相護事彙の例

介護ヘルバー応援ライン、思春期ホツトライン、ヤングテレホン、女性の人権ホツトライン、認知症介護 。高鈴者の
権利擁護に関する相談のほか、生活上のさまざまな悩みを受け止め、相談者自らが解決の方策を見いたすよう援助する

電話相談や、学習、社会●加へのガイドなどもあります。

《履歴》
製造元の専門家(薬剤師)が直接、

利用者と対話することで、詳細
にわたる服薬相談に応じること
が可能です.

「聞き取り項目Jだけでなく、
その「相談対応」も記録されて
履歴として残ります。


